
香取
社
領
の
検
注
帳
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
哲
雄

閲
⑫
ぬ
旬
『
庄
巨
ぬ
吟
冒
O
民
旬
吟
O
ユ
o
慶
冒
旬
昌
O
．
o
D
閑
O
昌
6
胃
自
占
冒
O

は
じ
め
に

0
香
取
社
領
の
概
要

②
鎌
倉
時
代
の
検
注
帳

③
応
永
六
年
香
取
神
領
検
田
取
帳
に
つ
い
て

④
応
永
六
年
香
取
神
畠
検
注
取
帳
に
つ
い
て

おわ
り
に

［論
文
要旨

］

　中
世
の
香
取
文
書
に
は
六
点
ほ
ど
の
検
注
帳
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
香
取
社
領
研
究
に
　
　
　
（
1
1
武
家
領
）
に
組
み
込
ま
れ
ず
に
す
ん
だ
（
あ
る
い
は
返
却
さ
れ
た
）
、
い
わ
ゆ
る
荘
園
制
の
枠
組

お

い
ても
基
本
な
帳
簿
と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
香
取
社
領
の
検
注
帳
類
は
東
国
社
会
　
　
　
　
み
を
さ
さ
え
た
公
田
に
関
す
る
帳
簿
な
の
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
の
検
注
帳
類
と
の
坪
付
け
ご
と
の
数

に
お
い
て
希
有
の
史
料
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
史
料
学
的
な
検
討
は
不
十
分
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
　
　
　
値
に
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
こ
と
、
③
こ
れ
ま
で
中
世
後
期
に
は
荘
園
制
の

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
千
葉
県
史
で
の
調
査
成
果
を
ふ
ま
え
、
応
永
六
年
の
検
注
帳
を
中
心
に
検
注
帳
　
　
　
　
枠
組
み
は
解
体
し
、
寺
社
本
所
一
円
領
と
武
家
領
（
地
頭
領
）
と
に
整
理
さ
れ
て
い
く
と
さ
れ
て
き

類
の史
料
的
性
格
や
香
取
社
領
に
お
け
る
検
注
帳
作
成
の
歴
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
再
検
討
し
、
そ
　
　
　
　
た
の
で
あ
る
が
、
香
取
社
領
の
場
合
に
は
、
荘
園
制
的
な
枠
組
み
は
社
領
内
の
半
分
の
田
地
が
「
神

のう
え
で
、
香
取
社
領
に
お
け
る
検
注
帳
類
と
本
研
究
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
室
町
期
荘
園
制
の
研
　
　
　
領
」
と
し
て
再
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
④
応
永
六
年
香
取
神
畠
検
注

究
」
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
追
究
し
た
。
結
果
と
し
て
は
、
①
応
永
六
年
香
取
神
領
検
田
取
帳
は
　
　
　
取
帳
の
場
合
は
正
慶
二
年
の
畠
検
注
取
帳
と
比
較
し
て
畠
地
の
面
積
は
明
確
に
増
加
し
て
い
た
が
、

鎌倉
時
代
か
ら
の
諸
史
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
香
取
社
領
の
全
体
構
成
か
ら
す
る
と
、
社
領
内
の
　
　
　
こ
れ
に
は
中
世
に
お
け
る
田
地
と
畠
地
の
性
格
の
ち
が
い
が
関
係
し
て
お
り
、
田
地
1
1
公
田
と
は
異

かぎ
ら
れ
た
所
領
つ
ま
り
大
禰
宜
家
私
領
や
地
頭
領
に
取
り
込
ま
れ
ず
に
の
こ
さ
れ
た
（
あ
る
い
は
　
　
　
な
っ
て
畠
地
1
1
公
畠
に
は
現
実
的
な
支
配
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。

地
頭
押領
地
で
あ
っ
た
も
の
が
返
却
さ
れ
た
）
と
こ
ろ
だ
け
の
帳
簿
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
、
②
し

た
が
っ
て
、
こ
の
応
永
六
年
香
取
神
領
検
田
取
帳
は
香
取
社
領
の
う
ち
で
大
禰
宜
家
私
領
や
地
頭
領

6
9
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は
じ
め
に

　
中
世
の
香
取
文
書
の
な
か
に
検
注
帳
が
六
点
ほ
ど
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

早
く
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
香
取
社
領
研
究
に
お
い
て
社
領
の
全
体
構

成
や
内
部
構
造
を
分
析
す
る
た
め
の
基
本
な
帳
簿
と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
。
東
国

の

中
世
史
料
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
に
ま
と
ま
っ
た
検
注
帳
類
は
存
在
せ
ず
、
香
取
社
領

の
検
注
帳
分
析
は
東
国
社
会
に
お
け
る
名
や
作
人
の
存
在
形
態
、
さ
ら
に
は
農
民
的

土
地

所
有
の
性
格
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
も
重
要
な
位
置
を
し
め
る
も
の
で

　
　
（
1
）

あ
っ
た
。

　
た
だ
し
、
そ
こ
で
の
研
究
は
富
澤
清
人
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
検
注
帳
に
記
載
さ

れ

た
数
値
を
定
量
分
析
的
に
操
作
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
網
野
善
彦
が
「
架
空

の
数
字
を
も
と
に
し
た
空
疎
な
議
論
」
と
批
判
し
た
荘
園
や
名
に
つ
い
て
の
個
別
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

究
と
ほ
ぼ
同
じ
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
富
澤
は
、
網
野

の

批
判
を
「
史
料
学
を
欠
落
さ
せ
た
ま
ま
で
は
、
『
検
注
帳
』
は
『
架
空
の
数
字
』

し
か
語
っ
て
く
れ
な
い
、
と
い
う
研
究
史
へ
の
反
省
と
し
て
受
け
止
め
た
い
」
と
い

い
、
検
注
帳
の
分
析
に
よ
っ
て
中
世
に
お
け
る
土
地
所
有
や
領
主
1
1
農
民
関
係
の
問

題
を
考
え
て
い
く
た
め
に
は
、
中
世
検
注
の
実
態
論
的
復
原
と
帳
簿
論
と
が
統
一
し

て

進
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
富
澤
は
山
本
隆
志
な
ど
と
と
も
に
、

こ
う
し
た
姿
勢
か
ら
中
世
検
注
お
よ
び
検
注
帳
に
関
す
る
基
本
的
な
論
考
を
発
表
し

　
　
　
　
　
（
3
）

た
の
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
の

目
的
も
富
澤
や
山
本
な
ど
の
検
注
論
に
学
び
、
香
取
文
書
に
の
こ
る
検
注

帳
類
を
史
料
学
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
新
し
い
千
葉
県

史
の
編
さ
ん
事
業
に
参
加
し
、
多
く
の
香
取
文
書
の
現
物
を
調
査
す
る
機
会
が
あ
り
、

検
注
帳
類
を
史
料
学
的
に
検
証
し
や
す
い
立
場
に
あ
る
の
で
、
あ
え
て
調
査
記
録
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

意
味
も
ふ
く
め
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
千
葉
県
史
の
編
さ
ん
事
業
の
な
か
で
、

応
永
六
年
（
＝
二
九
九
）
五
月
日
の
検
注
帳
（
田
地
帳
と
畠
地
帳
）
の
う
ち
田
所
家

本
を
除
く
大
禰
宜
家
本
・
録
司
代
家
本
・
案
主
家
本
の
三
本
の
存
在
が
明
確
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

写
真
帳
に
よ
っ
て
相
互
に
比
較
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
応
永
六
年
の
検
注

帳
の
作
成
過
程
に
位
置
つ
く
も
の
と
推
定
さ
れ
る
帳
簿
を
ふ
く
む
数
通
の
関
連
帳
簿

も
確
認
で
き
て
お
り
、
応
永
六
年
の
検
注
帳
自
体
の
史
料
的
性
格
と
と
も
に
、
同
検

注
帳
作
成
の
香
取
社
領
に
お
け
る
歴
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
も
再
検
討
が
必
要
と

な
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
香
取
社
領
に
関
す
る
研
究
史
に
ふ
れ
た

う
え
で
、
社
領
に
属
し
た
村
郷
を
中
心
に
香
取
社
領
の
概
要
を
確
認
し
、
第
二
章
で

は
鎌
倉
時
代
の
検
注
帳
の
史
料
的
性
格
を
検
討
し
、
第
三
・
四
章
に
お
い
て
、
応
永

六

年
の
検
注
帳
の
歴
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
お

わ
り
に
お
い
て
、
香
取
社
領
に
お
け
る
検
注
帳
の
性
格
と
、
本
研
究
の
テ
ー
マ
で
あ

る
「
室
町
期
荘
園
制
の
研
究
」
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
な
お
、
本
稿
で
検
討
す
る
検
注
帳
は
、
表
1
の
①
か
ら
⑧
で
あ
る
。

0
香
取
社
領
の
概
要

　
香
取
社
領
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
研
究
は
西
岡
虎
之
助
や
百
瀬
今
朝
雄
に
始
ま
っ

た
の
で
あ
る
が
、
社
領
の
全
体
的
な
構
成
に
関
し
て
実
証
的
な
研
究
を
す
す
め
た
の

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
福
田
豊
彦
で
あ
っ
た
。
福
田
は
、
鎌
倉
・
南
北
朝
期
の
香
取
社
領
に
つ
い
て
、

　
①
神
戸
や
神
郡
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
一
円
的
神
領
化
は
実
現
し
て
お
ら
ず
、
の

　
　
ち
に
「
香
取
十
二
郷
」
と
よ
ば
れ
た
村
郷
は
神
田
や
神
官
名
田
・
千
葉
氏
の
名

　
　
田
・
公
田
な
ど
が
混
在
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、

　
②
香
取
大
中
臣
氏
の
惟
房
流
に
大
禰
宜
職
が
継
承
さ
れ
、
大
禰
宜
職
に
附
属
す
る

　
　
私
領
と
し
て
小
野
・
織
幡
村
は
相
伝
さ
れ
た
こ
と
、

　
③
こ
れ
に
た
い
し
て
神
主
（
大
宮
司
）
職
は
知
房
流
に
継
承
さ
れ
、
神
主
職
に
附

　
　
属
す
る
私
領
と
し
て
二
俣
・
相
根
村
が
相
伝
さ
れ
た
こ
と
、

な
ど
を
論
じ
て
い
た
。
福
田
論
考
の
特
徴
は
、
鹿
島
社
領
や
香
取
社
領
が
国
衙
に
属
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表1　香取社領の土地台帳一覧

西　暦 土　地　台　帳　名

　l　　l　　l　　l　　l　　‘　　　　’　　‘　　l　　l　　　　　　　　　　　　　l　　　l　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

聯罐i轍灘i灘騰購涙
i彊禰i頴i籔i　i）uiiiii日ui川ii白

　〔　　　1　　　‘

小困樹浅
見1内畑1木

i
i
竃
i
川
コ

蜘
　
｜
l
　
i
　
I

　‘　　　1　　　じ　　　‘

香離噺畑陣

1群
騒i巴i

・ 応保2年

6月3日

1162 大禰宜大中臣実房譲状（禰）
　口　日　口　1口　い　日　　　　　　　　　　　　　　　l　l　　　　　　　　　　　　　　　　　l　l　l

°…°川…ul……川川□…□川ll

i⊥L川川山1山1コ

　l　l　！
OlOlOlO

iii　I　　　‘　　　1

　l　l　l　l
口1□旧氾旧　l　l　l　l　i　l　l　l　l　，」　1

1　　十 卜　寸　ト ↓ 十　　†

大禰宜帳（×）

葛原牧内小野織幡地帳（案

／分）

案主帳（○）＝香取神領

・ 建長

①弘長元年

　11月25日

②弘安元年

　10月14日
③
・
弘
安
④
正
応
4
年
　
1
1
月
　
日
・
永
仁

1249～56

1261

1278

？
1
2
7
8
～
8
8
1
2
9
1
1
2
9
3
～
9
9

田数目録（案）

新田帳（案）

l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　｛　；

l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
｛　l　l

l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
｝　1　；

；　｝　l

l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　｛

録司代帳（×）

加符村田数目録（案／分）

熾帳（x）
1　　↓ L」　L 」 L寸　1

・ 嘉元2年

4月22日

1304 大中臣実秀等連署和与状
（禰）

，、いい　　1日、H††；†1°i°i°i°i°川゜i°iii°iii°i°川゜i　llllll　　lllllllllll　’⊥‘L‥　　」▲lIl‥」　‘⊥‘

　l　l　l

OlαOlOiii　‘　　　‘　　　1

＋　＋　1hHHH＋　＋　｝
卜　†　卜 ↓ ト→　←

田所帳（×）／偲剛噸（x）・ 文保

⑤正慶2年

　4月16日
・ 建武

⑥応永6年

　4月16日

⑦応永6年

　5月　日

⑧応永6年

　5月　日

1317～19

1333

1334～38

1399

1399

1399

案主帳（O）二香取大領麦

畠検注取帳（案）

圃所帳（x）

香取社領検田取帳写（賜）

l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l
l　l　l

l　l　l　l
l　l　l　l
l　l　l　l
l　l　l　l
l　l　；　l
l　l　l　l
l　l　l　l
l　l　l　l
l　l　l　l
l　l　l　l
l　l　l　l
l　l　l　l
l　l　l　l
l　l　l　l
；　；　l　l

l　l　l　l
i　l　l　l
l　l　l　l
l　l　l　l
l　l　l　l
l　l　l　l
l　l　l　lI　l　l　l

香取神領検田取帳（禰／案

／録）

番囎島…　（ネ爾／案
／録）

木村礎・高島緑雄編『耕地と集落の歴史』（文雅堂銀行研究社、1969年）114頁の第2表をもとに作成。

凡例：●○は田地、■口は畠地／綱原は大禰宜家職領→私領／縫1は大宮司職領＝物忌職領／＊□は大禰宜家本と録司代家本にはない。

出典は本文参照。
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し
た
「
古
代
的
な
」
性
格
の
所
領
で
あ
っ
た
と
す
る
と
と
も
に
、
社
領
に
属
す
る
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
7
）

郷
の

意
味
を
評
価
し
た
点
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
の
後
、
福
田
に
よ
る
実
証
的
な
検
討
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
歴
史
地
理
学
的
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
よ
っ
て
社
領
構
造
に
つ
い
て
の
研
究
を
深
め
た
の
は
高
島
緑
雄
な
ど
で
あ
っ
た
。

高
島
は
、
香
取
社
領
は
遠
隔
地
や
特
殊
な
社
領
と
律
令
郷
制
の
解
体
と
在
地
領
主
制

の
展

開
の
な
か
で
成
立
し
た
も
の
と
し
た
う
え
で
、

　
①
平
安
末
期
の
社
領
は
、
多
数
の
神
官
名
・
在
地
領
主
名
・
一
般
百
姓
名
の
集
積

　
　
で
あ
り
、
錯
綜
・
散
在
し
て
い
た
こ
と
、

　
②
そ
の
う
ち
「
織
幡
村
」
（
小
野
・
織
幡
・
綱
原
村
）
は
大
禰
宜
家
私
領
で
あ
っ

　
　

た
が
、
「
織
幡
村
」
以
外
は
一
円
所
領
で
は
な
く
、
大
禰
宜
家
の
領
主
名
で

　
　
あ
っ
た
犬
丸
・
金
丸
名
も
散
在
的
な
名
で
あ
っ
た
こ
と
、

な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
福
田
を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
鹿
島
社
領
や
香
取

社
領
の
研
究
で
は
、
神
領
と
は
公
領
に
対
置
さ
れ
る
荘
園
と
は
同
一
視
で
き
ず
、
国

衙

に
属
す
る
「
古
代
的
な
」
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
評
価
を
否
定
し
、
新
た
な
読
み
替
え
を
お
こ
な
っ
た
の
は
村
井

章
介
で
あ
る
。
村
井
は
鹿
島
社
領
を
事
例
と
し
て
、
鹿
島
社
領
の
「
公
領
的
性
格
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

そ
の
も
の
を
中
世
的
所
領
の
一
形
態
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
り
、
村
井
の
方
法
に
学

ん

で
、
私
も
香
取
社
領
の
性
格
が
鹿
島
社
領
と
同
様
に
、
中
世
的
な
所
領
形
態
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
香
取
社
領
の
場
合

に
つ
い
て
、
私
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
①
社
領
の
基
本
的

構
成
は
香
取
社
の
神
物
部
分
と
神
官
職
領
と
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
、
②
平
安
末
期

か

ら
確
認
で
き
る
神
官
職
領
に
は
大
宮
司
（
1
1
神
主
）
職
領
と
大
禰
宜
職
領
と
が

あ
っ
た
こ
と
、
③
そ
の
う
ち
大
禰
宜
職
領
は
大
禰
宜
職
が
は
や
く
に
相
伝
の
職
と

な
っ
た
た
め
職
領
の
私
領
化
が
す
す
ん
だ
こ
と
、
④
他
方
、
神
主
職
は
遷
替
の
職
と

し
て
の
性
格
が
つ
よ
く
、
神
主
職
領
の
私
領
化
は
す
す
み
に
く
か
っ
た
こ
と
、
な
ど

　
　
　
（
1
0
）

で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
研
究
史
を
ふ
ま
え
て
、
香
取
社
領
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
香

取
社
領
の

性
格

を
考
え
る
に
際
し
て
、
ま
ず
検
討
さ
れ
る
べ
き
史
料
は
応
保
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

（
一
一
六

二
）
の
大
禰
宜
大
中
臣
実
房
譲
状
で
あ
る
。
こ
の
譲
状
は
、
大
禰
宜
大
中

臣
実
房
が
「
私
領
田
畠
」
な
ら
び
に
香
取
社
の
大
禰
宜
職
と
末
社
の
大
戸
社
宮
司

（神
主
）
職
と
そ
の
社
領
な
ど
を
、
前
神
主
（
大
宮
司
と
も
）
で
あ
っ
た
嫡
子
の
惟

房
に
譲
与
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
次
男
の
知
房
に
は
、
同
じ
く
末
社
の
神

崎
社
宮
司
職
と
そ
の
社
領
が
譲
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
の
譲
状
自
体
は
の
ち
の

時
代
の
写
の
可
能
性
も
あ
り
、
こ
の
譲
状
に
記
載
さ
れ
た
所
領
等
は
ほ
ん
ら
い
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

禰
宜
職
領
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
な
か
で
同
時
代

の

史
料
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
大
禰
宜
家
の
私
領
を
確
認
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
は

「葛
原
牧
内
織
服
村
（
織
幡
村
）
」
と
「
犬
丸
・
金
丸
二
名
」
と
で
あ
っ
た
。
前
者
の

織
幡
村
を
ふ
く
む
綱
原
（
葛
原
）
村
と
小
野
村
の
三
か
村
は
大
禰
宜
家
の
基
本
的
な

私
領
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
金
丸
・
犬
丸
名
（
総
面
積
1
1
五
二
町
三
段
一
七
八

歩
）
は
大
禰
宜
家
の
支
配
す
る
領
主
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
他
の
村
郷

と
し
て
は
、
「
村
々
名
畠
」
と
し
て
香
取
・
大
畠
・
二
俣
（
田
俣
・
多
俣
）
・
新

家
・
田
太
（
多
田
）
・
吉
原
・
津
部
な
ど
の
村
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

「処
々

神
田
等
」
の
所
在
地
と
し
て
、
浅
木
葉
・
小
見
郷
・
木
内
郷
・
福
田
郷
と
み

え
る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
、
大
宮
司
（
H
神
主
）
職
領
の
全
体
像
を
あ
る
程
度
し
め
す
も

の

が
、
建
永
二
年
（
一
二
〇
七
）
摂
関
家
政
所
下
文
写
と
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

関
東
下
知
状
写
で
あ
る
。
こ
の
二
通
の
文
書
は
一
三
世
紀
初
頭
の
神
主
大
中
臣
広
房

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
香
取
社
地
頭
国
分
胤
通
と
の
相
論
に
た
い
す
る
裁
許
な
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
相

論

は
神
主
職
領
を
め
ぐ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
争
点

か

ら
神
主
職
領
の
概
要
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
争
点
の

「相
根
郷
（
村
）
」
と
「
灯
油
田
田
（
多
）
俣
村
（
二
俣
村
）
」
は
、
加
符
村
と
と
も

に

基
本
的
な
神
主
職
領
で
あ
り
、
の
ち
に
は
物
忌
職
領
と
し
て
遷
替
さ
れ
た
所
領
で

　
　
（
1
4
）

あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
も
、
「
大
神
田
な
ら
び
に
上
分
田
」
「
渡
田
」
「
神
宮
寺
仏
聖
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灯
油
修
理
料
等
」
や
「
神
宮
寺
・
柴
崎
両
浦
（
田
畠
）
」
な
ど
が
神
主
職
領
に
属
し

た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
神
主
職
領
の
三
か
村
（
郷
）
に
注
目
し

　
　
　
　
　
お
　

て

お
き
た
い
。

　

ま
た
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
四
月
二
二
日
の
大
中
臣
実
秀
等
連
署
和
与
状
は
、

鎌
倉
後
期
の
地
頭
勢
力
の
台
頭
に
た
い
し
て
大
中
臣
一
族
が
合
力
し
て
社
領
を
保
全

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
和
与
状
の
事
書
部
分
に
は
、

　
　
下
総
国
香
取
社
領
葛
原
牧
・
小
野
・
織
幡
・
加
府
・
相
根
・
二
俣
・
大
畠
・
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ザ

　
　
原
・
津
宮
・
返
田
・
丁
古
・
追
野
・
小
見
・
木
内
・
福
田
以
下
村
々
祖
穀
検
田

　
　
　
　
　
　
容
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
米
、
浅
黄
口
上
分
田
井
金
丸
・
犬
丸
・
大
神
田
・
司
名
々
田
畠
所
務
等
事

と
あ
る
。
こ
こ
で
和
与
の
対
象
と
な
っ
た
「
葛
原
牧
」
以
下
の
村
郷
は
、
表
1
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
香
取
社
領
に
属
す
る
村
郷
と
し
て
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
な
の

で

あ
り
、
大
禰
宜
職
領
（
あ
る
い
は
私
領
）
お
よ
び
神
主
職
領
を
ふ
く
む
香
取
社
領

の

ほ
ぼ
全
体
像
に
近
い
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
表
1
は
、
上
記
の

三
通
の
文
書

に
み
え
る
村
郷
名
と
次
章
で
検
討
す
る
検
注
帳
類
に
み
え
る
村
郷
名
と

を
一
覧
に
し
、
所
収
文
書
と
の
関
連
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
表
2
は
、
検
注

帳
類
に
の
る
村
郷
ご
と
の
筆
数
と
面
積
と
を
表
し
て
い
る
。
表
1
に
よ
れ
ば
、
応
保

二
年
大
禰
宜
大
中
臣
実
房
譲
状
や
建
永
二
年
摂
関
家
政
所
下
文
写
・
承
元
三
年
関
東

下

知
状
写
に
み
え
る
社
領
、
そ
し
て
嘉
元
二
年
大
中
臣
実
秀
等
連
署
和
与
状
に
み
る

こ
と
が
で
き
た
社
領
が
、
香
取
社
領
の
全
体
構
成
の
な
か
の
ど
の
よ
う
な
部
分
（
位

置
）
を
し
め
る
も
の
な
の
か
が
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
次
章
で
は
、
表
1
・
2
を
参
照
し
つ
つ
検
注
帳
類
の
性
格
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

②
鎌
倉
時
代
の
検
注
帳

1
　
こ
れ
ま
で
の
研
究

　

こ
れ
ま
で
の
検
注
帳
類
の
分
析
方
法
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
富
澤
が
検

　
　
　
　
　
　
ロ
　

討
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
検
注
帳
類
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
も
の
と
み
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
見
方

や
議
論
が
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
み
た
い
。
表
1
に
記
載
し
た
検
注
帳
の
な
か
で
、

①
か
ら
⑧
ま
で
番
号
を
付
し
た
も
の
が
現
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
お
も

に
検
討
さ
れ
て
き
た
帳
簿
は
①
②
④
⑤
⑦
⑧
の
六
通
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
検
注
帳
の
分
析
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
香
取
社
領
の
全
体
的
な
構
成
や
性

格

を
検
証
し
た
福
田
に
し
て
も
、
検
注
帳
の
分
析
に
先
立
っ
て
検
注
帳
自
体
の
史
料

学
的
検
討
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
高
島
も
同
様
で
あ
る
が
、
一
三
世
紀
末
に
集
中

す
る
検
注
帳
作
成
の
目
的
は
、
広
汎
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
名
の
解
体
に
対
処
し
、
名

の

現
実
の
保
有
者
（
1
1
作
人
）
を
確
定
す
る
と
同
時
に
、
作
人
の
一
部
を
社
役
負
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

者
と
し
て
把
握
し
直
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
山
本
充
朗
は
、

香
取
社
領
の
検
注
帳
が
上
分
の
基
盤
で
あ
る
下
地
を
し
め
し
た
も
の
で
は
な
く
「
地

本
」
の
台
帳
で
あ
り
、
神
役
勤
仕
の
台
帳
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
や
は
り
史
料
学
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

な
批
判
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ

こ
で
表
1
の
①
か
ら
⑤
ま
で
の
現
存
す
る
鎌
倉
時
代
の
検
注
帳
の
史
料
的
性
格

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

2
　
史
料
的
な
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

　
【
弘
長
元
年
葛
原
牧
内
小
野
織
幡
地
帳
（
①
）
】

　

こ
の
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
一
一
月
二
五
日
葛
原
牧
内
小
野
織
幡
地
帳
は
、
大

禰
宜
職

領
か
ら
大
禰
宜
家
私
領
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
綱
原
（
葛
原
）
・
織
幡
・

小
野
の
三

か
村

に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
後
掲
す
る
よ
う
に
、
冒
頭
に
は
「
注
進

　
葛
原
牧
内
小
野
織
幡
地
帳
事
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
綱
原
（
葛
原
）
村
が
表
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
合
　
高
房
里
」
か
ら
「
織
幡
」
の
間
の
坪
付
が
綱
原
（
葛

原
）
村
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
こ
の

検
注
取
帳
の
最
初
の
坪
付
部
分
は
綱
原
（
葛
原
）
村
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
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表2　検注帳による香取社領の田畠数

①弘長元年（1261）
‘1②弘安元年（1278） ｜i③年月日未詳（新田帳） ‘i⑤正慶2年（1333） ‘i⑦応永6年（1399）

‘

i⑧応永6乖（1399）
i
‘

‘
1
④
正
応
4
年
（
1
2
9
1
）
｝

i
l

i
〈
神
領
細
取
帳
〉
‘ i

‘ 〈椰鵬検蹴

綱 原 167筆、37町1段240歩1
‘ i i i i

織 幡 158筆44町8段300歩i
‘ i i 1 i

小 野 　　　　　　　　　‘159筆、32町6段120歩1
‘

i i i i
丁 古 1224筆、44町7段180歩］）i i i225筆、44町8段 60州

⊥ 1 」 」

丁 古 i
l

i
l

寸
1
4
4
筆
、
9
町
1
段
　
0
歩
1
｜ 1

1

i
l

44筆、8町3段120歩

T T T 〕 1

佐 原 i122筆、23町0段120歩 1 i 1123筆、22町5段300歩1
↓ ↓ 」 」

侮 原 i
↓

i
」

1　　　　　　1152筆、11町2段120歩

」 i
↓

i
」

61筆、11町7段0歩

新 部 ‘i102筆、18町9段120歩 i i ‘i103筆・19町0段240歩1
‘

↓ 4 4 」 」

新 椰 i i i1曄、3町5段240歩 i i
16筆、3町5段240歩

↓ 」 」 」 」

上相根
大相根

i
4
9
筆
、
1
。
町
7
段
。
歩
i
9
5
筆
、
1
6
町
7
段
8
5
歩
1
‘

i
…

i
i
‘

i48筆、11町3段18。歩li
9
4
筆
、
1
6
町
5
段
1
2
。
歩
i
‘ 1

‘
十 † 〕 メ ↓

網 楓 i
↓

1
」

i
」

1
」

1
1

53筆、66町7段　0歩2〕

返 田 i44筆9町2段60歩 i i i43筆10町3段
　「
o歩i

⊥ 」 」 」 」

遮 働 i
｛

i
l

i
2
6
筆
3
町
4
段
1
8
。
歩
1

i
；

1
1

26筆、4町2段260歩

T T T 1 1

苅
鍬

馬
山

134筆、7町7段60歩

i6ぽ13町9段60歩l
i

i
i

i35筆、8町1段
i62筆13町4段300歩1

60劇　　1

加

新

符
田

1134筆、28町8段240歩
i
8
蕗
4
町
7
段
3
1
0
歩
↓

1
④
1
4
0
筆
、
3
1
町
3
段
2
4
0
歩
i
‘
b
8
5
筆
、
4
町
8
段
2
5
0
歩
i
」

，
」

i
i

i
i宙 原

i i i53筆1。町4段6。歩 1
1

1
1

53筆、10町5段180歩

大 島 i i 1　　　　　　　　　　l
l133筆、28町3段300歩 1

‘

i133筆、28町8段120歩

灘 宙 i i i76筆13町8段180歩 i i74筆、19町3段60歩

遣㎜斤幽

遭

宙

野

本
i
i
i

i
i
i

h障記載形式異なるl

i
l
「

‘
i
i
‘

…
l
i
‘

16筆、記載形式異なる

16筆、3町2段　0歩

56筆、8町4段300歩3）

合 計
　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
484筆、114町6段300歩1951筆、178町6段155歩　　　　　　　　　　1 i

l
l
4
0
2
筆
、
8
0
町
0
段
1

　　l　　　　　　　　　　　l
O歩　　1 1733筆、146町2段180歩1548筆、164町9段200歩　　　　　　　　　　1

1）三里の下に「堀河」（別筆）とある。

＊　綱原は田地，丁曲‘は畠地。

2）大禰宜家本・録司代家本に相根の記載はない。3）あと「4升」との記載あり。
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鈴木哲雄［香取社領の検注帳について］

こ
の
帳
簿
は
検
注
取
帳
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
検
注
帳
論
の
成
果
に
し
た

が
え
ば
、
香
取
社
領
綱
原
（
葛
原
）
・
織
幡
・
小
野
村
検
田
取
帳
写
と
文
書
名
を
つ

け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
検
注
取
帳
は
、
案
主
家
文
書
と
分
飯
司
家
文
書
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
案

主
家
の
も
の
は
も
と
も
と
冊
子
で
あ
っ
た
も
の
が
開
か
れ
て
一
紙
状
態
で
裏
打
ち
紙

に
張
ら
れ
て
い
る
。
表
紙
に
あ
た
る
丁
は
な
く
、
一
丁
か
ら
二
一
丁
の
右
側
ま
で
に

本
文

が
書
か
れ

て

お
り
、
一
二
丁
の
左
側
に
「
弘
長
元
年
十
一
月
廿
五
日
／
安
主

帳
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
裏
表
紙
に
あ
た
る
可
能
性
が
あ
る
二
二
丁
は
右
側

し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
一
丁
か
ら
二
〇
丁
ま
で
は
各
丁
の
左
端
（
綴
じ
込

み

部
分
）
に
小
さ
な
字
で
＝
」
か
ら
「
二
十
」
ま
で
の
番
号
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
は
弘
長
元
年
十
一
月
二
十
五
日
の
日
付
が
あ
り
な
が
ら
も
、
帳
簿
内
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

追
記
な
ど
か
ら
、
こ
の
検
注
取
帳
は
弘
長
元
年
の
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
ほ
ん
ら
い
帳
簿
と
い
う
も
の
は
追
記
が
く
わ
え
ら
れ
、
さ
ら
に
書
写
さ
れ

な
が
ら
利
用
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
冊
子
で
あ
っ
た
こ
の
帳
簿
は
、

弘
長
元
年
の
「
案
主
帳
」
の
正
文
そ
の
も
の
と
は
い
え
な
く
と
も
、
中
世
に
は
「
案

主
帳
」
と
し
て
利
用
さ
れ
意
味
を
も
っ
て
い
た
検
注
取
帳
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の

で

あ
る
。
な
お
分
飯
司
家
文
書
の
も
の
は
、
末
尾
に
「
弘
長
元
年
十
月
廿
五
日
」

と
の
み
あ
る
が
、
筆
跡
か
ら
し
て
「
案
主
帳
」
を
後
代
に
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
し

か
も
「
十
一
月
」
を
「
十
月
」
と
誤
記
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
記
載
内
容
を
確
認
す
る
た
め
、
冒
頭
部
分
を
掲
げ
て
お
く
。

　
　
注
進
　
葛
原
牧
内
小
野
・
織
幡
地
帳
事

　
　
　
合
　
高
房
里

　
　
　
　
　
　
　
十
一
月
四
日

　
一
坪
六
反
小
内
鹸
寸
庭
板
中
太
郎
判
官
代

　
二
坪
良
二
反
　
中
平
神
主

　
三

坪
金
丸
一
反
　
「
同
人
」

　
「
四
坪
金
丸
一
反
小
　
関
田
五
郎
入
道
」

検
注
取
帳
と
し
て
記
載
さ
れ
た
事
項
は
、
二
坪
を
例
に
す
れ
ば
、
「
二
坪
」
が
取
帳

へ
の
記
載

（取

る
）
順
序
を
し
め
す
も
の
で
あ
り
、
「
良
」
が
所
属
す
る
名
な
ど
を
、

「
二
反
」
が
取
田
の
面
積
を
（
斗
代
を
し
め
す
場
合
も
）
、
「
中
平
神
主
」
が
名
請
人

（地
主

あ
る
い
は
請
作
者
）
を
し
め
し
て
い
る
。
す
で
に
福
田
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
香
取
文
書
中
の
検
注
取
帳
に
記
載
さ
れ
た
条
里
坪
付
は
実
際
の
条
里
制
地
割

の
存
在
を
意
味
し
て
お
ら
ず
、
検
注
に
お
け
る
取
る
作
業
の
順
序
を
し
め
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

高
島
が
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
帳
簿
は
大
禰
宜
家
の
私
領
に
関
す
る
検
注
取
帳
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
表
2
に
し
め
し
た
よ
う
に
、
こ
の
検
注
取

帳
に
よ
れ
ば
大
禰
宜
家
私
領
の
三
か
村
（
綱
原
・
織
幡
・
小
野
）
は
、
四
八
四
筆
、

一
一
四

町
六
段
三
〇
〇
歩
ほ
ど
の
面
積
が
あ
り
、
大
半
は
金
丸
名
（
大
禰
宜
家
の
支

配
す
る
領
主
名
）
に
属
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
【
弘
安
元
年
香
取
神
領
田
数
目
録
（
②
）
】

　

弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
香
取
神
領
田
数
目
録
は
、
「
香
取
神
領
田
数
目
録
」
と

旧
県
史
で
は
名
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
み
て
検
注
取
帳
写
で
あ
り
、
「
香

取
社

（神
）
領
検
田
取
帳
写
」
が
文
書
名
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の

帳
簿
も
案
主
家
文
書
に
の
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
は
冊
子
で
あ
っ
た
が
現
状

で

は
一
紙
ご
と
に
開
か
れ
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
旧
県
史
で
は
一
丁
目
（
第
一
紙

目
）
の
左
側
に
書
か
れ
て
い
る
「
香
取
神
領
田
数
目
録
」
を
も
と
も
と
の
冊
子
の
表

紙
に
あ
た
る
と
考
え
、
こ
の
文
書
名
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
袋
と
じ
に
す
る
と

「香
取
神
領
田
数
目
録
」
の
文
字
は
表
紙
の
裏
側
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
、
も
と

も
と
の
表
紙
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
こ
の
帳
簿
に
も
、
丁
（
一
紙
）

ご

と
に
左
奥
に
「
壱
」
か
ら
「
三
十
四
」
の
番
号
が
ふ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
香
取
神

領
田
数
目
録
」
と
あ
る
丁
が
「
壱
」
と
さ
れ
て
お
り
、
も
と
の
冊
子
の
状
態
か
ら

「香
取
神
領
田
数
目
録
」
と
あ
る
丁
が
第
一
紙
と
し
て
綴
じ
込
ま
れ
て
い
た
の
は
確

実
で
あ
る
。

　

ま
た
、
末
尾
と
し
て
「
本
云
／
弘
安
元
年
十
月
十
四
日
　
案
主
所
在
判
／
田
所

蹴
糊
／
（
録
司
代
在
判
）
」
あ
る
の
は
、
三
十
四
丁
目
の
右
側
に
書
か
れ
て
お
0
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裏
表
紙
の
裏
側
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
載
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
い

く
つ
か
の
追
筆
等
を
ふ
く
ん
で
は
い
る
が
、
こ
の
検
注
取
帳
写
は
弘
安
元
年
作
成
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

帳
簿
を
書
写
し
た
も
の
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
帳
簿

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
応
永
六
年
の
香
取
神
領
検
田
取
帳
の
前
提
と
な
っ
た
「
弘
安

の
案
主
帳
」
の
写
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　

こ
の
検
注
取
帳
写
は
、
二
丁
目
か
ら
な
ん
ら
の
事
書
な
ど
な
く
、
本
文
が
は
じ
ま

る
が
、
冒
頭
部
分
は
、
丁
古
村
で
あ
る
。
香
取
社
の
「
神
領
」
に
関
す
る
検
注
取
帳

に
お
い
て
、
「
丁
古
」
は
最
初
に
（
検
注
さ
れ
る
）
取
ら
れ
る
村
で
あ
っ
た
。
こ
の

帳
簿
に
取
ら
れ
た
丁
古
村
以
下
一
〇
か
村
は
、
①
の
大
禰
宜
家
私
領
に
た
い
し
て
、

文
字
ど
お
り
の
「
神
領
」
で
あ
っ
た
。
神
領
と
は
神
官
職
領
の
集
合
体
と
み
る
べ
き

で
、
一
〇
か
村
の
う
ち
の
相
根
と
加
符
の
二
か
村
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
確

実
に
大
宮
司
（
神
主
）
職
領
で
あ
る
。
記
載
事
項
は
、
①
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
神

領
の
面
積
は
九
五
一
筆
、
一
七
八
町
六
段
一
五
五
歩
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
表
2
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
【
年
月
日
未
詳
新
田
帳
（
③
）
】

　

年
月
日
未
詳
新
田
帳
も
、
案
主
家
文
書
と
し
て
伝
来
す
る
も
の
で
、
文
書
名
と
し

て

は
香
取
社
領
新
田
検
注
取
帳
写
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
②
の
帳

簿
の
新
田
部
分
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
り
、
こ
の
帳
簿
は
②
の
も
と
と
な
っ
た
新
田
の

み

の
帳
簿
か
、
②
の
帳
簿
の
新
田
部
分
だ
け
を
写
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
②
と
共

通

す
る
元
帳
簿
か
ら
の
写
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
①
や
②
な
ど
の

帳
簿
の
作
成
過
程
を
考
え
て
み
れ
ば
、
村
ご
と
の
「
日
記
」
的
な
帳
簿
が
さ
き
に

あ
っ
て
、
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
検
注
取
帳
が
編
成
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
あ
り
う
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
新
田
帳
は
、
貼
り
継
が
れ
た
三
紙
に
書
か
れ
た
も
の
（
現

状
は
三
紙
に
分
離
し
て
い
る
）
で
、
写
真
を
み
る
か
ぎ
り
一
気
に
（
同
時
に
）
書
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

写
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
、
「
日
記
」
的
な
様
子
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

記
載
事
項
は
、
②
の
新
田
部
分
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
筆
数
（
「
坪
」
数
）
は
こ

の
帳
簿
の
末
尾
に
「
以
上
八
十
五
坪
欺
」
あ
る
よ
う
に
、
八
五
坪
（
筆
）
で
あ
り
、

面
積
は
②
の
新
田
部
分
よ
り
は
若
干
多
い
四
町
八
段
二
五
〇
歩
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
【
正
応
四
年
加
符
村
田
数
目
録
（
④
）
】

　
正
応

四
年
（
一
二
九
一
）
加
符
村
田
数
目
録
も
案
主
家
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
も

の

で
、
の
ち
の
写
が
分
飯
司
家
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
は
一
一
丁
に
わ

た
っ
て
冊
子
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
現
状
は
一
紙
ご
と
に
な
っ
て
い
る
。
各
丁
の

左
端
（
綴
じ
込
み
部
分
）
に
、
確
実
に
「
壱
」
か
ら
「
九
」
ま
で
は
小
さ
く
番
号
が

ふ

ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
は
、
「
注
進
　
正
応
四
年
障
十
一
月
日
加
符
村
検
田
取
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

事
」
（
分
飯
司
文
書
で
補
訂
）
と
あ
り
、
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
二
月
に
注
進

さ
れ
た
加
符
村
検
田
取
帳
案
と
い
う
べ
き
帳
簿
で
あ
る
。

　

こ
の
検
注
取
帳
の
特
徴
は
、
「
損
田
数
」
を
追
記
し
て
い
る
点
に
あ
り
、
正
応
四

年
＝
月
段
階
で
の
加
符
村
の
検
注
の
成
果
と
し
て
損
田
数
を
注
記
し
た
帳
簿
な
の

で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
面
で
こ
の
帳
簿
は
、
原
本
に
よ
り
近
い
も
の
、
つ
ま
り
「
日

記
」
的
な
性
格
を
も
っ
た
帳
簿
な
の
で
あ
る
。
な
お
そ
の
筆
数
は
、
②
よ
り
6
筆
多

い

一
四

〇

筆
で
あ
り
、
面
積
は
②
よ
り
二
町
五
段
ほ
ど
多
い
三
一
町
三
段
二
四
〇
歩

ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
分
飯
司
家
文
書
の
も
の
は
、
案
主
家
の
帳
簿
の
写
本
で
あ
る
が
、
前
者
は

傷
み
が
ひ
ど
く
、
後
者
に
よ
っ
て
補
訂
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
関
係
に
な
っ
て

い

る
。
じ
つ
は
③
と
④
の
帳
簿
は
、
次
章
で
取
り
上
げ
る
⑥
⑦
の
帳
簿
と
深
く
関
係

す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
【
正
慶
二
年
香
取
大
領
麦
畠
検
注
取
帳
（
⑤
）
】

　
正

慶
二
年
（
二
三
二
三
）
香
取
大
領
麦
畠
検
注
取
帳
は
、
も
と
も
と
二
九
丁
に
わ

た
る
冊
子
で
あ
り
（
現
状
は
、
一
紙
ご
と
に
貼
ら
れ
て
い
る
）
、
各
丁
の
左
奥
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
）

「壱
」
か
ら
「
二
十
九
」
の
番
号
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
は
、
「
注
進
　
正
き
や

　
　
　
　
（
癸
酉
）

う
二
年
み
つ
の
と
の
と
り
四
月
十
六
日
　
香
取
大
領
麦
畠
取
帳
事
」
と
あ
り
、
こ
の

帳
簿
は
正
慶
三
年
四
月
一
六
日
に
作
成
さ
れ
、
注
進
さ
れ
た
香
取
大
領
（
大
領
と
は

「神
領
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
の
麦
畠
の
検
注
取
帳
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。
全
丁
数
は
二
九
丁
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
冊
子
で
あ
っ
た
も
の
が
現
状
で
は

開
か
れ
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
各
丁
の
左
端
（
綴
じ
込
み
部
分
）
に
や
は
り
、
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「壱
」
か
ら
「
二
十
九
」
の
番
号
が
小
さ
く
ふ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
も
冒
頭
に
は
村
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
部
分
は
丁
古
村
の
記

載
で
あ
る
。
ま
た
、
末
尾
に
記
載
さ
れ
た
「
返
田
新
畠
」
の
記
載
事
項
に
は
、
取
帳

へ
の
記
載

（取
る
）
順
序
を
し
め
す
坪
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
面
積
に
つ
い
て
も
記

載

さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
多
い
。
さ
ら
に
＝
升
ね
ぎ
は
う
り
（
禰
宜
祝
）
」
や

「
二
升
　
い
ち
口
口
」
と
の
記
載
も
あ
り
、
明
ら
か
に
他
の
村
郷
に
お
け
る
記
載
方

法

と
は
異
な
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
記
載
方
法
は
応
永
六
年
の
畠
地
帳
に

も
踏
襲
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
「
返
田
新
畠
」
を
の
ぞ
く
、
筆
数
は
四
〇
二

筆
、
面
積
は
八
〇
町
ほ
ど
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
帳
簿
は
、
香
取
社
領
に
お
け
る

畠
地
の
帳
簿
の
成
立
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
①
弘
長
元
年
葛
原
牧
内
小
野
織
幡
地
帳
が
大
禰
宜
家
私
領
三
か

村
の

田
地
に
つ
い
て
の
検
注
取
帳
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
②
弘
安
元
年
香
取
神

領
田
数
目
録
は
大
禰
宜
私
領
を
除
い
た
、
ま
さ
に
「
神
領
」
の
田
地
に
つ
い
て
の
検

注
取
帳
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
①
②
の
検
注
取
帳
に
は
応
保
二
年
大
禰
宜
大
中
臣
実

房
譲
状
や
嘉
元
二
年
大
中
臣
実
秀
等
連
署
和
与
状
に
み
え
る
散
在
神
田
畠
の
「
小

見
・
木
内
・
福
田
・
浅
木
葉
（
浅
黄
口
）
」
は
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
理
由
は
明
確
で
は
な
い
が
、
散
在
神
田
畠
に
つ
い
て
は
検
注
取
帳
が
作
成
さ
れ
な

か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
作
成
さ
れ
て
も
伝
来
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
散
在
神
田
畠

が
い
わ

ゆ
る
神
領
そ
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
し
て
香
取
社
領
内
の
田
地
の
場
合
、
鎌
倉
中
期
ま
で
に
は
基
本
的
な
検
注
取

帳
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
③
年
月
日
未
詳
新
田
帳

と
④
正
応
四
年
加
符
村
田
数
目
録
と
は
、
②
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
神
領
内
の
二
村
の

検
注
取
帳
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
畠
地
に
つ
い
て
の
現
存
す
る
も
っ
と
も
古
い
検
注
取
帳
が
、
⑤

正

慶
二
年
香
取
大
領
麦
畠
検
注
取
帳
な
の
で
あ
っ
た
。
畠
地
に
つ
い
て
の
検
注
取
帳

も
鎌
倉
時
代
末
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

③
応
永
六
年
香
取
神
領
検
田
取
帳
に
つ
い
て

1
　
諸
本
の
性
格

　

香
取
社
領
に
お
け
る
土
地
台
帳
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
帳
簿
が
、
応
永
六

年
五
月
日
の
日
付
で
作
成
さ
れ
た
⑦
⑧
の
応
永
六
年
帳
で
あ
る
。
⑦
が
田
地
帳
で
あ

り
、
⑧
が
畠
地
帳
で
あ
る
。
こ
の
両
帳
簿
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
つ
ぎ
の
よ
う
に

評
価
さ
れ
て
き
た
。

　

福

田
は
、
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
に
応
安
の
大
争
論
に
勝
利
し
、
大
禰
宜
職
と

い
う
「
神
職
」
に
お
け
る
優
位
性
に
た
よ
る
支
配
か
ら
、
す
べ
て
の
神
官
・
社
領
に

君
臨
す
る
封
建
的
な
領
主
に
変
質
し
た
大
中
臣
長
房
が
、
「
社
領
把
握
の
統
一
を
期

し
」
た
も
の
と
し
、
高
島
も
応
安
の
大
争
論
後
の
社
領
再
編
成
の
た
め
に
後
述
す
る

四

帳
を
総
合
し
た
う
え
で
の
、
二
二
～
四
世
紀
段
階
の
状
況
を
し
め
す
統
一
台
帳
で

あ
り
、
弘
長
の
検
注
帳
と
と
も
に
香
取
社
領
の
基
本
的
土
地
台
帳
で
あ
る
と
し
て
い

た
。
山
本
も
地
頭
代
な
ど
の
非
法
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
神
領
秩
序
の
再
建
を
意
図
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
十
分
な
史
料
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

的
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
章
に
お
い
て
も
、
応
永
六
年
の
香
取
神
領
検
田
取
帳
（
以
下
、
応
永
六

年
田
地
帳
と
略
す
）
の
史
料
的
な
性
格
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

さ
て
応
永
六
年
田
地
帳
は
、
大
禰
宜
・
録
司
代
・
田
所
・
案
主
の
四
社
家
に
伝
え

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
確
認
で
き
る
も
の
は
大
禰
宜
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

本
・
録
司
代
家
本
・
案
主
家
本
の
み
で
あ
り
、
田
所
家
本
は
所
在
が
不
明
で
あ
る
。

本
文
に
は
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
同
一
の
帳
簿
と
み
て
よ
い
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
賜
盧
文
庫
本
「
香
取
文
書
　
二
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
応
永
六
年
の

香
取
九

ケ
村
諸
名
帳
写
（
賜
置
文
庫
本
と
呼
ん
で
お
く
）
は
、
帳
簿
の
性
格
と
し
て

は
応
永
六
年
田
地
帳
の
作
成
過
程
に
位
置
つ
く
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
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応
永
六
年
田
地
帳
の
田
所
家
本
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
の
賜
盧
文
庫
本
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

つ
い
て

は
の
ち
に
詳
し
く
検
討
す
る
。
以
下
、
各
本
の
特
徴
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
【
大
禰
宜
家
本
】

　
大
禰
宜
家
本
は
現
状
も
冊
子
で
あ
る
が
、
現
在
の
表
紙
は
後
代
の
も
の
で
あ
り
、

本
来
の
表
紙
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
。
現
状
の
表
紙
を
除
く
一
丁
目
は
白
紙
で
あ
り
、

こ
れ
が
本
来
の
表
紙
だ
と
す
る
と
本
来
の
表
紙
に
は
表
題
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
検
注
取
帳
の
記
載
は
二
丁
か
ら
二
七
丁
に
か
け
て
で
あ
り
、

二
八
丁
が
白
紙
で
あ
り
（
本
来
の
裏
表
紙
か
）
、
そ
し
て
現
状
の
裏
表
紙
と
な
る
。

　
【
録
司
代
家
本
】

　
録
司
代
家
本
は
以
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
虫
食
い
や
傷
み
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、

ほ
ぼ
作
成
当
時
の
形
態
を
残
し
て
い
る
点
で
た
い
へ
ん
貴
重
な
帳
簿
で
あ
る
。
た
だ

し
現
状
の
表
紙
・
裏
表
紙
は
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
六
月
に
装
頓
さ
れ
た
も
の
で
、

渋
柿
に
染
め
ら
れ
「
嘉
永
四
年
辛
亥
六
月
装
背
／
録
司
代
家
所
蔵
／
香
取
検
田
取
帳

　
参
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
丁
目
の
本
表
紙
に
は
中
央
や
や
左
に
「
香
取

太
神
宮
検
田
取
帳
」
と
あ
り
、
中
央
や
や
右
下
に
「
録
司
代
慶
海
」
と
あ
る
が
、

ち
ょ
う
ど
中
央
の
部
分
は
擦
り
削
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
中
央
の
擦
り
消
し
部

分
は

た

い

へ
ん

に

気
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
何
が
書
か
れ
て
い
た
の
か
は
い
ま
の
と

こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
の
「
香
取
太
神
宮
検
田
取
帳
」
と
「
録
司
代
慶

海
」
は
本
文
と
ほ
ぼ
同
筆
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
な
っ
て
や
っ
と
録
司
代
家
本
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
色
川
三
中
は
、
こ
の
冊
子
本
を
応
永
年
間
頃
の
録
司
代
慶
海
の
自
筆
本
で
あ
る
と

　
　
　
（
3
3
）

し
て
い
た
。
「
録
司
代
慶
海
」
の
文
字
は
草
書
体
に
近
く
崩
さ
れ
て
い
る
が
「
司

代
」
の
部
分
な
ど
は
、
本
文
二
行
目
の
「
録
司
代
帳
ハ
弘
安
」
と
あ
る
「
司
代
」
と

字
形
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
三
中
の
推
定
は
動
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
表
紙
を
一

丁

目
と
す
る
と
、
本
文
は
二
丁
か
ら
二
七
丁
ま
で
で
あ
り
、
二
丁
目
か
ら
二
七
丁
目

ま
で
は
各
丁
の
左
端
（
綴
じ
込
み
部
分
）
に
「
二
」
か
ら
「
二
十
七
」
と
番
号
が
ふ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
現
状
で
は
、
二
八
丁
の
右
側
に
延
文
三
年
五
月
一
日
香
取
九

　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

ケ
村
注
文
が
書
写
さ
れ
、
左
側
が
本
裏
表
紙
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

現
状
の

裏
表
紙
は
表
紙
と
同
じ
装
頓
で
あ
り
、
本
表
紙
の
裏
に
あ
た
る
一
丁
目
の
左

側
に
は
な
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
【
案
主
家
本
】

　
案
主
家
本
も
嘉
永
四
年
に
装
頓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
状
の
表
紙
に
は
、
「
嘉

永
四
年
辛
亥
八
月
装
背
／
案
主
家
所
蔵
／
香
取
文
書
　
四
」
と
あ
り
、
録
司
代
家
本

の

表
紙
と
同
筆
と
推
定
さ
れ
る
。
一
丁
目
は
左
半
分
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
本
表
紙

の
形
態
は
不
明
で
あ
る
。
本
文
は
二
丁
か
ら
二
六
丁
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
案
主

家
本
に
は
末
尾
の
起
請
の
一
部
（
「
当
社
大
明
神
御
罰
お
各
々
身
上
可
罷
蒙
候
、
伍

所
定
如
件
」
）
と
年
記
お
よ
び
署
判
が
欠
落
し
て
い
る
。
写
真
で
は
最
後
の
二
六
丁

の
右

側
が
「
…
…
偽
申
候
者
」
で
終
わ
る
の
で
あ
る
が
、
左
側
は
白
紙
で
あ
る
。
た

だ

し
、
写
真
で
は
二
六
丁
の
右
側
と
左
側
が
一
紙
な
の
か
、
あ
る
い
は
左
側
は
別
の

丁
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
な
お
録
司
代
家
本
と
案
主
家
本
は
ほ
ぼ
同
筆
と
考
え
て
よ
い
が
、
大
禰
宜
家
本
は

両
本

と
は
異
筆
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
録
司
代
家
本
が
当
時
の
録
司
代
慶

海
の
自
筆
だ
と
す
る
と
案
主
家
本
も
録
司
代
慶
海
の
筆
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
録
司
代
家
本
と
案
主
家
本
の
記
載
内
容
を
比
較
す
る
と
、
録
司
代
家

本

に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
が
案
主
家
本
に
は
欠
落
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
慶
海

は

は
じ
め
に
作
成
し
た
案
主
家
本
に
校
合
を
く
わ
え
て
録
司
代
家
本
を
完
成
さ
せ
た

　
　
　
（
3
5
）

の

で

あ
り
、
案
主
家
本
を
校
合
す
る
に
あ
た
っ
て
は
田
所
家
本
な
ど
が
参
照
さ
れ
た

可
能
性
が
た
か
い
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
応
永
六
年
田
地
帳
は
録
司
代
慶
海
の
手
で
ま
ず
案
主
家
本
が
作
成
さ
れ
、

そ
れ
を
慶
海
自
身
が
校
合
し
て
録
司
代
家
本
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
3
6
）

で
大
禰
宜
家
本
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

2
　
賜
盧
文
庫
本
と
の
関
係

と
こ
ろ
で
、
応
永
六
年
田
地
帳
は
実
検
に
も
と
つ
い
た
検
注
取
帳
で
は
な
く
、
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「
四

帳

を
合
わ
せ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
実
際

の

手
続
き
は
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る

史
料
が
、
さ
き
に
ふ
れ
た
賜
盧
文
庫
本
で
あ
る
。
賜
盧
文
庫
本
は
冒
頭
に
、

　
　
　
　
（
応
）

　

注
進
　
口
永
六
年
卯
月
十
六
日

　
　
　
　
香
取
九
ケ
村
諸
名
帳
四
帳
合

と
あ
り
、
応
永
六
年
田
地
帳
が
「
五
月
　
日
」
と
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
四
月
一
六

日
と
い
う
日
付
を
限
っ
て
香
取
九
ケ
村
諸
名
帳
の
四
帳
が
「
合
わ
さ
れ
」
（
読
み
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
＞

わ
さ
れ
）
て
、
作
成
さ
れ
た
帳
簿
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
帳
簿
の
内
容
は
、
他

の
応
永
六
年
帳
と
基
本
的
に
は
同
じ
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
四
帳
と
は
、
応
永
六
年

田
地
帳
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
た
建
長
の
大
禰
宜
帳
と
弘
安
の
録
司
代
帳
・
文
保
の

田
所
帳
そ
し
て
弘
安
の
案
主
帳
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
四
帳
が
実
際
に
合
わ
さ

れ

た
の
は
四
月
一
六
日
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
時
に
作
成
さ
れ
た
帳
簿
が
こ
の

「香
取
九
ケ
村
諸
名
帳
」
な
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
帳
簿
は
応
永
六
年
帳
の

作
成
過
程
に
位
置
つ
く
も
の
と
し
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
賜
盧

文
庫
本
「
香
取
文
書
　
一
⊆
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
の
帳
簿
は
、
末
尾
に

「
干
時
応
永
廿
七
年
庚
子
閏
正
月
二
日
書
写
了
、
／
執
筆
師
什
乗
群
櫛
三
歳
」
と
あ
り

執
筆
師
什
乗
が
年
齢
七
三
歳
の
時
の
応
永
二
十
年
（
一
四
二
〇
）
閏
正
月
二
日
に
書

写
し
た
も
の
の
写
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
執
筆
師
什
乗
と
は
、
応
永
二
八
年
（
一
四
二

一
）

に
丁
古
内
の
屋
敷
や
田
地
を
弥
四
郎
祐
房
宛
に
譲
っ
て
い
る
「
高
倉
目
代
師
什

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

乗
」
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
譲
与
先
の
弥
四
郎
祐
房
が
田
所
祐
房

で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
什
乗
自
身
も
田
所
家
出
身
の
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性

が

た
か
い
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
賜
盧
文
庫
本
の
原
帳
簿
は
田
所
家
に
伝

来
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
応
永
六
年
田
地
帳
は
田
所
家
本
の

可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
か

り
に
そ
う
だ
と
す
る
と
、
応
永
六
年
田
地
帳
は
同
年
四
月
一
六
日
に
先
述
の
四

帳
が
合
わ
さ
れ
て
、
賜
盧
文
庫
本
（
田
所
家
本
の
原
帳
簿
）
が
作
成
さ
れ
、
五
月
に

な
っ
て
そ
の
原
帳
簿
に
も
と
つ
い
て
、
録
司
代
慶
海
が
案
主
家
本
を
作
成
し
、
さ
ら

に
案
主
家
本
に
校
合
を
加
え
て
録
司
代
家
本
を
完
成
し
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
別
の

人
物
に
よ
っ
て
大
禰
宜
家
本
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
試
み

に
、
前
掲
の
弘
安
の
案
主
帳
と
賜
盧
文
庫
本
、
応
永
六
年
田
地
帳
の
う
ち
の

案
主
家
本
・
録
司
代
家
本
・
大
禰
宜
家
本
の
冒
頭
部
分
を
比
較
し
て
み
た
い
。

（弘
安
の
案
主
帳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
祝
二
反

　
一
坪
司
神
拝
田
五
反
内
目
代
二
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孫
太
郎
一
反

　
二
坪
吉
宗
私
二
反

　
三

坪
金
丸
二
反
内
醐
謂
贈
＋
甑
赫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
カ
　

　

四
坪
吉
清
私
一
反
小
　
検
口

（賜
盧
文
庫
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
反
　
五
藤
三
郎

　
一
坪
司
神
拝
田
五
反
内
二
反
目
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
祝

　
二
坪

吉
次
私
二
反
手

　
三

坪
金
丸
二
反
内
＋
反
藤
榊
嚇
嶋
祝

　
四

坪
吉
清
私
一
反
小
　
検
校

（応
永
六
年
帳
‥
案
主
家
本
）

　
一
坪
司
神
拝
田
五
反
内
仁
版
ユ
噸
三
郎

　
二
坪

吉
次
私
二
反
手

　
三
坪
金
丸
二
反
内
＋
反
勧
太
㈱
ソ
ハ
タ
ヵ
祝

　

四
坪
吉
清
私
一
反
小
　
検
校

（応
永
六
年
帳
一
録
司
代
家
本
・
大
禰
宜
家
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
反
　
五
藤
三
郎

　
一
坪
司
神
拝
田
五
反
内
二
反
目
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
祝

　
二
坪
吉
次
私
二
反
　
手

　
三
坪
金
丸
二
反
内
＋
反
勧
太
榊
肥
ハ
タ
ヵ
祝

　
四

坪
吉
清
私
一
反
小
　
検
校

　
一
坪
を
み
て
み
れ
ば
、
弘
安
の
案
主
帳
で
は
司
神
拝
田
五
反
内
が
「
大
祝
二
反
／

目
代
二
反
／
孫
太
郎
一
反
」
と
あ
っ
た
も
の
が
、
応
永
六
年
四
月
一
六
日
に
お
こ
な

わ
れ
た
他
の
三
帳
と
の
合
わ
せ
の
結
果
、
賜
盧
文
庫
本
で
は
「
二
反
　
五
藤
三
郎
／
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二
反
　
目
代
／
一
反
　
大
祝
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
五
月

に
な
り
録
司
代
慶
海
が
案
主
家
本
を
作
成
し
た
際
に
は
、
「
二
反
　
五
藤
三
郎
／
目

代

二

反
」
と
し
て
、
＝
反
大
祝
」
を
欠
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、

録

司
代
家
本
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
部
分
を
「
二
反
　
大
祝
」
（
弘
安
の
案

主
帳
な
ど
に
よ
っ
て
校
正
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
）
と
記
入
し
、
そ
れ
は
録
司
代
家
本

を
書
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
大
禰
宜
家
本
に
も
踏
襲
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
点
、
三
坪
の
金
丸
二
反
内
の
場
合
、
弘
安
の
案
主
帳
で
は
「
脇
鷹
神
一
反

小
」
と
あ
っ
た
も
の
が
、
賜
盧
文
庫
本
で
は
＝
反
　
神
脇
鷹
祝
」
と
な
り
、
案
主

家
本
で
⊃
反
小
　
神
ソ
ハ
タ
カ
祝
」
と
修
正
さ
れ
、
録
司
代
家
本
・
大
禰
宜
家
本

で

は
案
主
家
本
の
記
載
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
校
合
に
は
他

の

帳
簿
が
使
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
、
現
存
の
帳
簿
の
み
か
ら
こ
う
し
た
帳
簿
の
編

成
過
程
や
関
係
・
関
連
を
推
測
す
る
こ
と
は
危
険
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
応
こ
う
し

た
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

3
　
応
永
六
年
田
地
帳
の
意
義

　
現
存
す
る
三
本
の
応
永
六
年
田
地
帳
の
冒
頭
は
と
も
に
同
文
で
あ
り
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
注
進
　
香
取
御
神
領
検
田
取
帳
事

　
　
大
禰
宜
帳
ハ
建
長
、
録
司
代
帳
ハ
弘
安
、
田
所
帳
ハ
文
保
、
案
主
帳
ハ
弘
安
、

　
　
合
彼
四

帳
、
応
永
六
年
二
社
家
・
地
頭
・
公
人
寄
合
、
為
後
証
所
注
置
也
、
敢

　
　
勿
疑
　
、

つ
ま
り
応
永
六
年
田
地
帳
は
、
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
建
長
の
大
禰
宜
帳
・
弘
安
の

録

司
代
帳
・
文
保
の
田
所
帳
・
弘
安
の
案
主
帳
の
四
帳
を
合
わ
せ
て
、
社
家
・
地

頭
・
公
人
が
寄
り
合
っ
て
後
証
の
た
め
に
注
し
置
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
で
は
、

応
永
六
年
田
地
帳
編
成
の
前
提
と
な
っ
た
四
帳
は
の
こ
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

表
1
に
は
こ
の
四
帳
の
位
置
も
し
め
し
て
お
い
た
が
、
四
帳
の
う
ち
で
現
存
す
る
帳

簿
と
対
応
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
は
、
残
念
な
が
ら
前
章
で
検
討
し
た
弘
安
元
年

香
取
神
領
田
数
目
録
（
②
）
の
み
で
あ
り
、
②
を
弘
安
の
案
主
帳
と
み
る
こ
と
は
十

分

に
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

　
建
長
の
大
禰
宜
帳
・
弘
安
の
録
司
代
帳
・
文
保
の
田
所
帳
に
は
ど
の
よ
う
な
村
郷

が
記
載
さ
れ
て
い
た
の
か
は
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
弘
安
の
案

主

帳
（
②
）
と
応
永
六
年
田
地
帳
（
⑦
）
と
の
関
係
を
少
し
だ
け
検
討
し
て
お
き
た

い
。
弘
安
の
案
主
帳
が
作
成
さ
れ
た
の
は
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
で
あ
り
、
応
永

六

年
（
＝
二
九
九
）
ま
で
は
一
二
一
年
ほ
ど
経
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
取
帳
の

記
載
内
容
に
基
本
的
な
変
化
が
な
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
ま
ず
、
さ
き
に
引
用
し

た
取
帳
部
分
の
冒
頭
に
か
ぎ
っ
た
場
合
、
変
化
し
た
と
こ
ろ
と
し
て
は
、
一
坪
が
五

反
内
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
孫
太
郎
一
反
」
が
「
二
反
五
藤
三
郎
」
と
変
化
し
た
こ
と

で
五
反
内
と
の
矛
盾
が
お
こ
っ
て
い
る
こ
と
、
二
坪
で
は
「
吉
宗
」
が
「
吉
次
」
へ

か
わ

っ

て

い

る
こ
と
、
三
坪
で
は
、
「
脇
鷹
神
」
と
あ
っ
た
も
の
が
「
神
ソ
ハ
タ
カ

祝
」
と
記
載
表
現
が
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
同
じ
く
三
坪
で
「
藤
二
郎
入
道
」
が

「藤
太
太
郎
」
に
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
の
み
で
あ
る
。

　
ま
た
全
体
的
に
は
、
「
丁
古
一
里
」
（
冒
頭
部
分
）
に
お
い
て
、
弘
安
の
案
主
帳
で

は
坪
数
が
三
六
坪
ま
で
で
あ
る
の
に
応
永
六
年
田
地
帳
に
は
「
舟
七
≧
吉
千
代
私
三

反
講

田
手
」
が
あ
る
こ
と
、
弘
安
の
案
主
帳
に
は
同
「
三
里
」
の
下
に
別
筆
で
「
堀

河
」
と
追
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
佐
原
四
里
は
弘
安
の
案
主
帳
で
は
一
四
坪
ま
で
で

あ
る
が
、
応
永
六
年
田
地
帳
に
は
「
十
五
≧
司
一
反
同
神
藤
作
入
道
作
」
と
あ
る
こ

と
、
苅
馬
は
弘
安
の
案
主
帳
で
は
三
四
坪
で
あ
る
が
、
応
永
六
年
田
地
帳
に
は
「
舟

五
富
永
御
名
三
反
　
三
郎
太
郎
」
が
あ
る
こ
と
、
大
相
根
三
里
は
弘
安
の
案
主
帳
で

は
「
廿
三
坪
司
大
　
三
郎
太
郎
」
ま
で
あ
る
が
、
応
安
六
年
田
地
帳
で
は
二
二
坪
ま

で

し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
同
様
に
返
田
二
里
は
弘
安
の
案
主
帳
で
は
七
坪

が
二
度
続
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
応
永
六
年
田
地
帳
で
は
七
坪
の
記
載
は
一
度

で

お
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
一
坪
ご
と
の
記
載
内
容
の
変
化
の
意
味
を
問
う
こ
と
も
重

要
で
あ
る
が
、
弘
安
の
案
主
帳
と
応
永
六
年
田
地
帳
と
の
も
っ
と
も
重
要
な
相
違
点
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は
、
表
1
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
応
永
六
年
田
地
帳
に
は
「
新
田
」
と
「
加
符
」

の
部
分
が
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
応
永
六
年
田
地
帳
と
は
弘
安

の
案
主
帳
か
ら
、
新
田
と
加
符
を
除
い
た
帳
簿
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、

「彼
の
四
帳
を
合
わ
せ
る
」
と
は
い
っ
て
も
、
四
帳
を
あ
わ
せ
た
最
大
の
村
郷
数
で

は
な
く
、
四
帳
に
共
通
し
た
村
郷
が
応
永
六
年
田
地
帳
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た
も
の

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
弘
安
元
年
か
ら
応
永
六
年
ま
で
の
間
に
、
新
田
と
加
符
は

い

わ
ゆ
る
「
神
領
」
か
ら
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
帳
簿
で
あ
る
「
弘
安

の

録
司
代
帳
」
と
「
文
保
の
田
所
帳
」
に
は
ど
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
た
の
か
興

味
あ
る
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
帳
簿
は
現
存
し
な
い
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
帳
簿

が
、
前
出
の
年
月
日
未
詳
新
田
帳
（
③
）
と
加
符
村
田
数
目
録
（
④
）
で
あ
る
。
両

帳
簿
の
性
格
に
つ
い
て
は
前
章
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
年
月
日
未
詳
新
田
帳

も
弘
安
元
年
か
ら
応
永
六
年
ま
で
の
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
と
、
両
帳
簿

は
新
田
と
加
符
と
が
香
取
「
神
領
」
か
ら
分
離
さ
れ
る
過
程
で
、
あ
る
い
は
分
離
さ

せ

る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
帳
簿
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
弘
安
の
案
主
帳
（
弘
安
元
年
香
取
神
領
田
数
目
録
（
②
）
）
に
記
載
さ

れ

た
丁
古
村
以
下
十
か
村
は
、
弘
長
元
年
葛
原
牧
内
小
野
織
幡
地
帳
（
①
）
に
記
載

さ
れ
た
大
禰
宜
家
私
領
の
三
か
村
を
除
い
た
、
文
字
ど
お
り
の
「
神
領
」
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
十
か
村
の
う
ち
の
二
か
村
が
さ
ら
に
「
神
領
」
か

ら
分
離
し
た
の
で
あ
る
。
二
か
村
の
う
ち
の
加
符
村
は
も
と
も
と
相
根
・
田
（
多
）

俣

（二
俣
）
村
と
と
も
に
大
宮
司
（
神
主
）
職
領
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
は
物
忌
家

の
私
領

と
な
り
、
さ
ら
に
大
中
臣
長
房
に
よ
る
両
職
兼
帯
に
よ
っ
て
大
禰
宜
家
私
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

に
取
り
込
ま
れ
、
新
田
は
地
頭
領
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
香
取
「
神
領
」
の
う
ち
田
地
は
、
弘
安
元
年
に
は
十
か
村
、
九
五
一
筆
、

一
七

八
町
六
段
一
五
五
歩
ほ
ど
で
あ
っ
た
も
の
が
、
応
永
六
年
に
は
八
か
村
、
七
三

三
筆
、
一
四
六
町
二
段
一
八
〇
歩
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
表
2
参
照
）
。
し
か
し
、

弘
安
の
案
主
帳
（
②
）
と
応
永
六
年
田
地
帳
と
の
間
で
は
、
加
符
と
新
田
が
分
離
し

た
こ
と
を
除
く
と
、
個
々
の
村
郷
ご
と
の
筆
数
と
面
積
が
ほ
と
ん
ど
か
わ
っ
て
い
な

い

の

で

あ
り
、
こ
の
点
は
香
取
社
領
に
お
け
る
土
地
台
帳
の
意
味
と
社
領
の
性
格
を

考
え
る
う
え
で
重
要
な
論
点
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
末
尾
の
起
請
文
と
署
判
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
外
、
可
有
注
漏
候
、
追
可
注
進
候
、

　

右
、
為
後
証
、
社
家
・
地
頭
・
公
人
同
心
、
更
不
存
私
、
応
永
六
年
注
置
処
也
、

　

若
此
条
偽
申
候
者
、

　

当
社
大
明
神
御
罰
お
各
々
身
上
可
罷
蒙
候
、
伍
所
定
如
件
、

　
　
　
応
永
六
年
旧
五
月
　
日
　
　
　
案
主
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
所
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
録
司
代
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
宮
介
代
紀
右
近
三
郎
左
衛
門
尉
（
花
押
）

　
　
　
　
　
大
禰
宜
兼
大
宮
司
散
位
長
房
（
花
押
）

こ
の
起
請
文
に
よ
れ
ば
、
応
永
六
年
田
地
帳
に
は
社
家
・
地
頭
・
公
人
が
同
心
し
、

さ
ら
に
私
を
存
ぜ
ず
注
し
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
署
判
は
案
主
・
田
所
・
録
司
代

の
三
奉
行
と
、
宮
介
代
と
大
禰
宜
兼
大
宮
司
で
あ
る
。
こ
の
案
主
・
田
所
・
録
司
代

の
三
奉
行
と
大
禰
宜
の
も
と
に
四
帳
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
味
同
心
し
て
い
る
社
家
・
地
頭
・
公
人
と
は
だ
れ
を
さ
す
の
で
あ

ろ
う
か
。
社
家
と
は
、
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
応
安
年
間
に
大
禰
宜
職
と
大
宮

司
職
を
と
も
に
相
伝
し
兼
帯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
香
取
社
の
権
力
を
一
元
的
に
掌
握

し
た
大
中
臣
長
房
の
こ
と
、
あ
る
い
は
長
房
に
よ
っ
て
大
宮
司
職
を
も
取
り
込
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

新
た

な
大
禰
宜
家
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
地
頭

と
は
宮
介
代
紀
右
近
三
郎
左
衛
門
尉
の
こ
と
で
あ
る
が
、
地
頭
と
は
香
取
社

地
頭
の

こ
と
で
あ
り
、
以
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
は
や
く
に
香
取
社
地
頭
の
地
位
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

え
て
い
た
の
は
千
葉
氏
一
族
の
国
分
胤
通
で
あ
る
。
近
世
の
史
料
に
は
「
宮
之
介

桁
⇒
々
帳
臨
け
輌
川

モ

コ

ク
ブ
国
分
権
頭
」
と
あ
り
宮
介
1
1
地
頭
1
1
国
分
氏
と
の
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

は
の
ち
の
時
代
に
も
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
嘉
慶
二
年
（
一
三
八

八
）
の
史
料
に
は
「
地
頭
代
兼
宮
介
生
蓮
胎
瀦
」
と
あ
り
、
中
村
胤
幹
が
地
頭
代
で
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（
4
3
）

あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
応
永
六
年
田
地
帳
の
場
合
は
「
宮
介
代
」
と
あ
る
の

で

「宮
介
1
1
社
地
頭
」
な
ら
ば
宮
介
代
と
は
地
頭
代
の
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
で

「
紀
右
近
三
郎
左
衛
門
尉
」
は
、
他
の
史
料
で
は
「
紀
右
近
三
郎
左
衛
口
口
」
や

「口
所
　
中
村
三
郎
左
衛
門
屋
敷
丁
古
」
と
み
え
る
、
中
村
三
郎
左
衛
門
と
同
一
人

　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

物
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
香
取
社
地
頭
代
の
中
村
氏
に
つ
い
て
は
、
応
安
の
大
争
論
で
の
地
頭
側

の

現
地
の

中
心
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
中
村
胤
幹
こ
そ

は

貞
治
四
年
（
一
三
六
五
）
正
月
と
翌
年
二
月
に
香
取
社
の
宮
中
に
押
し
寄
せ
、
仮

嬬
殿

に
放
火
し
、
神
輿
に
射
立
て
、
八
龍
神
木
像
を
切
り
砕
き
、
神
人
を
殺
害
刃
傷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

に
及
ん
だ
張
本
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
応
安
の
大
争
論
が
大
禰
宜
長
房
側
の
勝
利

に
お
わ
っ
た
あ
と
は
、
地
頭
代
は
中
村
胤
幹
で
は
な
く
別
の
人
物
が
任
じ
ら
れ
た
可

能
性
が
た
か
い
わ
け
で
、
胤
幹
に
か
わ
る
地
頭
代
こ
そ
が
中
村
三
郎
左
衛
門
（
尉
）

で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
宮
介
代
の
紀
右
近
三
郎
左
衛
門
尉
と
は
中
村
胤
幹
と
同

族
の

中
村
氏
な
の
で
あ
り
、
胤
幹
の
後
の
地
頭
代
は
紀
右
近
1
1
中
村
三
郎
左
衛
門
で

あ
っ
た
と
み
て
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
も
の
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
味
同
心
し

た
地
頭
と
は
「
宮
介
代
紀
右
近
三
郎
左
衛
門
尉
」
と
署
判
し
た
香
取
社
地
頭
代
の
中

村
氏
だ

っ

た
と
み
て
よ
い
も
の
と
思
う
。

　
の

こ
る
公
人
と
は
、
録
司
代
・
田
所
・
案
主
の
三
奉
行
の
こ
と
と
み
て
ま
ち
が
い

あ
る
ま
い
。
中
世
に
お
け
る
公
人
と
は
、
一
般
に
「
公
権
を
所
有
す
る
権
力
機
構
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

所
属
し
検
断
な
ど
公
的
活
動
に
従
事
す
る
職
員
」
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
中
世
香
取

社

に
お
い
て
公
人
と
は
録
司
代
・
田
所
・
案
主
の
三
奉
行
の
こ
と
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

つ

ま
り
、
応
永
六
年
帳
を
編
成
す
る
に
あ
た
っ
て
一
味
同
心
し
た
社
家
・
地
頭
・

公
人

と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
起
請
文
に
署
判
し
た
大
禰
宜
兼
大
宮
司

（
‖
社
家
）
と
宮
介
代
（
‖
香
取
社
地
頭
代
）
と
三
奉
行
（
‖
香
取
社
公
人
）
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
帳
簿
は
神
訴
に

よ
っ
て
社
家
の
大
禰
宜
長
房
側
が
千
葉
氏
な
ど
の
地
頭
勢
力
に
よ
っ
て
押
領
さ
れ
つ

つ
あ
っ
た
「
神
領
」
を
回
復
し
、
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
香
取
社
地
頭
代
の
中
村
氏
が
宮
介
代
と
し
て
起
請
文

に
署
判
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
応
永
六
年
帳

（
田
地
帳
と
後
述
の
畠
地
帳
と
も
に
）
に
記
載
さ
れ
た
田
畠
は
地
頭
あ
る
い
は
地
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

代

側
も
認
め
た
「
神
領
」
を
意
味
し
た
の
で
あ
り
、
香
取
「
神
領
」
は
鎌
倉
中
期
段

階
ま
で
の
香
取
社
領
を
縮
小
す
る
か
た
ち
で
再
編
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

④
応
永
六
年
香
取
神
畠
検
注
取
帳
に
つ
い
て

1
　
諸
本
の
性
格

　
つ
ぎ
に
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
香
取
神
畠
検
注
取
帳
（
⑧
）
に
つ
い
て
検
討
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

て

み

た
い
（
以
下
、
応
永
六
年
畠
地
帳
と
呼
ぶ
）
。
応
永
六
年
畠
地
帳
は
、
応
永
六

年
田
地
帳
（
⑦
）
が
田
地
の
帳
簿
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
畠
地
の
検
注
取
帳
で

あ
っ
た
。
中
世
の
香
取
社
領
に
お
い
て
は
、
応
永
六
年
五
月
に
「
神
領
」
の
田
地
と

畠
地
の
両
方
の
帳
簿
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
応
永
六
年
畠
地
帳
の
冒
頭
部
分
に

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
注
進
　
香
取
御
神
畠
検
注
取
帳
事

　
　
大
禰
宜
帳
ハ
永
仁
、
録
司
代
帳
ハ
文
保
、
田
所
帳
ハ
建
武
、
案
主
帳
ハ
正
慶
、

　
　
合
彼
四
帳
、
応
永
六
年
二
社
家
・
地
頭
・
公
人
寄
合
、
為
後
証
注
置
処
也
、

応
永
六
年
畠
地
帳
の
場
合
は
、
永
仁
の
大
禰
宜
帳
と
文
保
の
録
司
代
帳
・
建
武
の
田

所
帳
そ
し
て
正
慶
の
案
主
帳
の
四
帳
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。　

表
1
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
畠
地
帳
の
場
合
も
永
仁
の
大
禰
宜
帳
と
文
保
の
録
司

代
帳
・
建
武
の
田
所
帳
は
現
存
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
正
慶
の
案
主
帳
は
第
一

章
で
検
討
し
た
正
慶
二
年
（
一
三
三
三
）
四
月
一
六
日
香
取
大
領
麦
畠
検
注
取
帳

（⑤
）
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
応
永
六
年
畠
地
帳
も
大
禰
宜
家

本
・
録
司
代
家
本
・
田
所
家
本
・
案
主
家
本
が
伝
来
し
た
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
現
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存
す
る
も
の
は
大
禰
宜
家
本
・
録
司
代
家
本
・
案
主
家
本
の
み
で
あ
り
、
田
所
家
本

は
色
川
三
中
が
確
認
し
て
以
降
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
所
在
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、

各
本
の
史
料
的
な
性
格
は
応
永
六
年
田
地
帳
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
畠
地

帳
に

関
す
る
所
見
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　
【
大
禰
宜
家
本
】

　
大
禰
宜

家
本
は
畠
地
帳
も
冊
子
で
あ
り
、
表
紙
・
裏
表
紙
と
も
田
地
帳
と
同
じ
で

あ
る
。
本
来
の
も
の
と
思
わ
れ
る
表
紙
・
裏
表
紙
と
も
文
字
の
記
載
は
な
く
白
紙
で

あ
る
。
本
文
の
記
載
は
二
丁
か
ら
三
二
丁
に
か
け
て
で
あ
り
、
三
三
丁
が
本
来
の
裏

表
紙
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
三
二
丁
の
左
側
奥
（
綴
じ
込
み
部
分
）
に
「
已
上
舟
一

丁
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
一
丁
目
と
三
三
丁
目
は
表
紙
と
裏
表
紙
と
し
て
、

丁
数

に
入
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
田
地
帳
と
同
筆
で
あ
る
。

　
【
録
司
代
家
本
】

　
録
司
代
家
本
は
畠
地
帳
の
場
合
も
、
虫
食
い
や
傷
み
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ほ
ぼ
作

成
当
時
の
形
態
を
の
こ
し
て
い
る
帳
簿
で
あ
り
、
現
状
の
表
紙
・
裏
表
紙
も
田
地
帳

と
同
じ
く
嘉
永
四
年
六
月
に
装
頓
（
背
）
さ
れ
た
も
の
で
、
渋
柿
に
染
め
ら
れ
「
嘉

永
四
年
辛
亥
六
月
装
背
／
録
司
代
家
所
蔵
／
香
取
御
神
畠
検
注
帳
　
四
」
と
書
か
れ

て

い

る
。
そ
し
て
、
一
丁
目
の
本
表
紙
に
は
中
央
や
や
左
に
「
香
取
太
神
宮
御
神
畠

検
注
取
帳
」
と
あ
り
、
中
央
や
や
右
下
に
「
録
司
代
慶
海
」
と
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど

中
央
の
部
分
は
擦
り
削
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
畠
地
帳
も
慶
海
の
自
筆
と
み
て

よ
く
、
本
来
の
表
紙
を
一
丁
と
す
る
と
本
文
は
二
丁
か
ら
一
九
丁
ま
で
で
あ
り
、
畠

地
帳
の
場
合
も
こ
の
あ
と
二
〇
・
二
一
丁
に
、
延
文
三
年
の
帳
を
書
写
し
た
と
あ
る

香
取
社
領
相
根
村
本
畠
検
注
取
帳
写
が
綴
じ
込
ま
れ
、
二
二
丁
目
が
本
来
の
裏
表
紙

　
　
　
　
　
（
4
9
）

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
【
案
主
家
本
】

　
案
主
家
本
の
畠
地
帳
も
嘉
永
四
年
に
装
頓
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
状
の
表
紙
に

は
、
「
嘉
永
四
年
辛
亥
八
月
装
背
／
案
主
家
所
蔵
／
香
取
文
書
　
五
」
と
あ
り
、
や

は
り
録
司
代
家
本
の
表
紙
と
同
筆
と
推
定
さ
れ
る
。
一
丁
目
の
傷
み
は
ひ
ど
く
、
裏

打
ち
紙
に
張
ら
れ
て
お
り
、
本
来
の
表
紙
部
分
に
文
字
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
本

文

は
二
丁
か
ら
二
一
丁
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
本
来
の
裏
表
紙
部
分
は
右
側
し
か
の

こ
っ
て
い
な
い
。
起
請
文
の
書
か
れ
た
二
一
丁
の
折
り
目
部
分
は
は
な
は
だ
し
く
欠

損

し
て
お
り
、
年
記
部
分
と
案
主
の
署
判
部
分
は
一
部
し
か
確
認
で
き
な
い
。
花
押

は

田
所
と
録
司
代
に
あ
り
、
欠
損
部
分
の
案
主
に
も
花
押
は
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ

れ

る
。
し
か
し
、
「
宮
介
紀
右
近
三
郎
左
衛
門
尉
」
と
「
大
禰
宜
兼
大
宮
司
散
位
長

房
」
に
は
花
押
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
案
主
家
本
は
案
文
的

な
性
格
を
も
つ
帳
簿
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
畠
地
帳
の
場
合
も
、
録
司
代
家
本
と
案
主
家
本
は
ほ
ぼ
同
筆
と
考
え
て
よ
い
が
、

大
禰
宜
家
本
は
両
本
と
は
異
筆
の
よ
う
で
あ
り
、
案
主
家
本
も
録
司
代
慶
海
の
筆
に

よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
畠
地
帳
の
場
合

も
四
帳
を
前
提
に
録
司
代
慶
海
に
よ
っ
て
案
主
帳
さ
ら
に
録
司
代
帳
が
作
成
さ
れ
、

録
司
代
帳
に
し
た
が
っ
て
大
禰
宜
帳
が
完
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2
　
応
永
六
年
畠
地
帳
の
意
義

　
で

は
田
地
帳
と
同
様
に
、
四
帳
の
一
つ
の
正
慶
の
案
主
帳
（
⑤
）
と
応
永
六
年
畠

地
帳
の
案
主
家
本
・
録
司
家
本
そ
し
て
大
禰
宜
家
本
の
関
係
を
確
認
し
て
お
き
た
い

と
思
う
。
ま
ず
は
、
各
取
帳
の
冒
頭
部
分
を
比
較
し
て
み
た
い
。

（正
慶
の
案
主
帳
）

　
一
坪
吉
千
与
私
五
反
内
　
五
郎
四
郎

　
二
≧
吉
千
与
私
一
反
　
　
二
郎
三
郎

　
三

≧
吉
通
私
二
反
小
内
｝
駆
幹
鯵
ぱ
榔
欧
㎜
入
道

　
四

≧
吉
安
口
口
口
　
ふ
つ
け
う

（応
永
六
年
畠
地
帳
‥
案
主
家
本
・
録
司
代
家
本
・
大
禰
宜
家
本
）

　
一
坪
吉
千
代
私
五
反
内
焙
蝸
頭
郎
五
螂
鋼
ぷ
人

　
二
坪
吉
千
代
私
二
反
　
同
人

　
三
坪
行
事
禰
宜
私
二
反
小
手
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四
坪
吉
安
私
二
反
　
静
覚
法
橋

引
用
部
分
の
一
坪
で
は
「
五
郎
四
郎
」
が
複
数
名
に
変
化
し
て
お
り
、
二
坪
で
は
面

積

が
一
反
か
ら
二
反
へ
、
そ
し
て
「
二
郎
三
郎
」
が
同
じ
く
複
数
名
に
変
化
し
て
い

る
。
三
坪
で
は
「
吉
通
」
が
「
行
事
禰
宜
」
と
な
り
、
作
人
の
記
載
も
変
化
し
て
い

る
。
四
坪
も
作
人
名
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
六
六
年
間
の
変
化
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
な
お
引
用
部
分
に
つ
い
て
は
、
応
永
六
年
畠
地
帳
の
案
主
家
本
以

下
の
諸
本
に
は
異
同
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
全
体
を
み
て
み
る
と
、
吉
原
二
里
に
お
い
て
正
慶
の
案
主
帳
（
⑤
）
に
は

「
十
七
・
良
一
反
　
さ
う
め
う
つ
く
り
」
と
あ
る
が
、
応
永
六
年
畠
地
帳
の
案
主
家

本

と
録
司
代
家
本
に
は
、
一
七
坪
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
大
禰
宜
家
本
に
お
い
て

は
「
十
七
≧
良
一
反
　
権
禰
宜
四
郎
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。
畠
地
帳
の
場
合
、
大
禰

宜
家
本
は
録
司
代
家
本
を
そ
の
ま
ま
書
写
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

返

田
新
畠
に
つ
い
て
は
、
正
慶
の
案
主
帳
に
は
一
四
筆
目
と
し
て
「
二
升
　
い
ち
口

口
」
が
あ
る
が
、
応
永
六
年
畠
地
帳
の
各
本
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

応
永
六
年
畠
地
帳
の
作
成
に
際
し
て
、
四
帳
を
合
わ
せ
る
な
か
で
除
外
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
個
別
的
な
相
違
点
に
た
い
し
て
、
大
き
な
ち
が
い
の
第
一
は
、
正
慶
の

案
主
帳
に
は
ま
っ
た
く
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
追
野
村
一
六
坪
（
筆
）
と
宮
本
の

二
里

に
わ
た
る
五
六
坪
（
筆
）
が
応
永
六
年
畠
地
帳
の
各
本
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
第
二
は
、
正
慶
の
案
主
帳
に
も
な
か
っ
た
相
根
の
二
里
に
わ
た
る
四
八
坪

（筆
）
が
、
応
永
六
年
畠
地
帳
の
案
主
家
本
に
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
ど
う
整
合
的
に
理
解
す
る
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
録
司
代
家

本
の

な
か
に
延
文
三
年
に
書
写
さ
れ
た
相
根
本
畠
（
二
里
四
七
坪
）
と
相
根
新
畠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

（四
坪
）
に
つ
い
て
の
検
注
取
帳
写
が
の
こ
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
相
根
村
の
本
新
畠

に
つ
い
て
の
検
注
取
帳
も
応
永
六
年
畠
地
帳
の
作
成
に
関
連
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ

る
が
、
ま
だ
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

つ
ぎ
に
表
1
に
よ
っ
て
、
応
保
二
年
大
禰
宜
大
中
臣
実
房
譲
状
や
正
慶
の
案
主
帳

（⑤
）
と
の
関
係
を
み
て
お
き
た
い
。
第
一
に
気
づ
く
点
は
、
応
保
二
年
大
禰
宜
大

中
臣
実
房
譲
状
に
＝
　
村
々
名
畠
坪
付
　
金
丸
・
犬
丸
」
と
し
て
載
る
「
香
取

村
・
大
畠
村
・
二
俣
（
田
俣
）
村
・
新
家
村
・
田
太
（
多
田
）
村
・
吉
原
村
・
津

部
」
の
七
か
村
の
う
ち
、
応
永
六
年
畠
地
帳
に
載
る
の
は
大
畠
と
吉
原
の
み
で
あ
り
、

他
の
五
か
村

は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
二
俣
（
田
俣
）
村

は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
大
宮
司
職
領
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

一
時
は
物
忌
職
領
と
し
て
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
五
か
村
は
は
や
く
か
ら

地
頭
領
に
組
み
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
田
太
（
多
田
）
村
と
と
も
に
、
地
頭
領
と
し
て

応
永
六
年
畠
地
帳
か
ら
除
外
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
応
永
六
年
畠
地
帳
に
は
正
慶
の
案
主
帳
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

追
野
と
宮
本
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
応
永
六
年
畠
地
帳
の

場
合

に
は
、
応
永
六
年
田
地
帳
と
は
逆
に
検
注
取
帳
の
村
数
・
筆
数
・
面
積
と
も
増

加
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
田
地
と
畠
地
と
の
性
格
の
ち
が
い
が
あ
る
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

な
お
、
応
永
六
年
畠
地
帳
の
場
合
、
案
主
家
本
が
特
異
な
位
置
を
有
し
て
い
る
。

そ
れ
は
案
主
家
本
の
み
に
「
相
根
」
（
五
三
筆
、
六
六
町
七
段
）
の
記
載
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
じ
つ
は
相
根
の
部
分
は
ち
ょ
う
ど
二
丁
に
わ
た
っ
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、

帳
簿
上
の
不
整
合
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
写
真
帳
に
よ
る
か
ぎ
り
、
相
根
の
二
丁
分

の
筆
は
他
と
同
筆
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
の
ち
に
挿
入

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
た
か
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
挿
入
さ
れ
た
理
由
や

時
期
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
応
永
六
年
畠
地
帳
の
各
本
の
起
請
文
と
年
記
と
署
判
に
つ
い
て
み
て
お

き
た
い
。
起
請
文
の
文
言
な
ど
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
応
永
六
年
田
地
帳
の
起
請
文

と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
く
べ
き
点
が
あ
る
。
ま
ず
、

案
主
家
本
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
起
請
文
の
書
か
れ
た
二
一
丁
は
は
な
は

だ
し
く
欠
損
し
て
お
り
、
年
記
部
分
と
案
主
の
署
判
部
分
は
一
部
し
か
確
認
で
き
な

い
の

で

あ
る
。
ま
た
、
花
押
は
田
所
と
録
司
代
に
は
あ
る
が
（
欠
損
部
分
の
案
主
に
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も
花
押
は
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
）
、
「
宮
介
紀
右
近
三
郎
左
衛
門
尉
」
と
「
大

禰
宜
兼
大
宮
司
散
位
長
房
」
に
は
花
押
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
も

と
も
と
の
年
記
部
分
の
左
に
後
筆
で
「
応
永
六
年
卯
九
月
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、

も
ち
ろ
ん
「
卯
九
月
」
の
部
分
は
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
、
大
禰
宜
家
本
に
は
、
応
永

六
年
田
地
帳
の
各
本
と
同
様
に
起
請
文
の
前
に
「
此
外
、
可
有
注
漏
候
、
追
可
注
進

候
」
と
あ
る
が
、
応
永
六
年
畠
地
帳
で
は
大
禰
宜
家
本
以
外
に
は
、
こ
の
文
言
は
欠

落
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
み
る
と
、
や
は
り
大
禰
宜
家
本
こ

そ
が
応
永
六
年
畠
地
帳
の
正
文
と
い
う
べ
き
帳
簿
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、

「宮
介
紀
右
近
…
…
」
に
関
し
て
は
、
応
永
六
年
田
地
帳
の
録
司
代
家
本
と
大
禰
宜

家
本

に
は
と
も
に
「
宮
介
代
紀
右
近
…
…
」
と
あ
っ
た
が
、
畠
地
帳
の
場
合
で
は
、

案
主
家
本
・
大
禰
宜
家
本
と
も
に
「
宮
介
紀
右
近
」
で
あ
り
、
録
司
代
家
本
の
み

　
　
代

「宮
介
紀
右
近
」
と
追
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
録
司
代
家
本
の
み
に
、

佐

原
村
亘
の
垂
ハ
≧
御
名
一
反
轟
曇
代
襲
所
L
と
あ
瓢
こ
う
し
た
点

か

ら
は
録
司
代
家
本
は
も
っ
と
も
注
意
深
く
作
成
さ
れ
、
ま
た
利
用
さ
れ
た
も
の
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
応
永
六
年
帳
の
花
押
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
、
田
地
帳
と
畠
地
帳
あ
わ
せ

て

六
通
存
在
す
る
応
永
六
年
帳
の
う
ち
、
署
判
者
五
名
の
花
押
が
揃
っ
て
い
る
も
の

は
、
録
司
代
家
本
と
大
禰
宜
家
本
の
各
帳
簿
の
四
通
で
あ
っ
た
。
四
通
の
署
判
の
特

徴

は
、
署
判
者
の
花
押
の
大
き
さ
で
あ
る
。
大
禰
宜
家
本
の
畠
地
帳
を
除
く
他
の
三

通
の

花
押
の
場
合
、
明
ら
か
に
「
宮
介
代
紀
右
近
三
郎
左
衛
門
尉
」
の
花
押
は
、
右

の
録
司
代
の
花
押
と
左
の
大
禰
宜
兼
大
宮
司
長
房
の
花
押
と
間
に
小
さ
く
縮
こ
ま
っ

て

書
か
れ
て

い

る
。
つ
ま
り
、
四
通
の
帳
簿
の
花
押
は
録
司
代
・
田
所
・
案
主
そ
し

て

大
禰
宜

兼
大
宮
司
長
房
が
書
い
た
後
に
、
宮
介
代
す
な
わ
ち
香
取
社
地
頭
代
の
中

村
氏
が
花
押
を
書
い
た
た
め
に
、
両
者
の
間
に
縮
こ
ま
っ
て
書
か
ざ
る
を
え
な
か
つ

た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
大
禰
宜
家
本
の
畠
地
帳
の
場
合
は
、
署
判
の
位
置
に
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

ペ

ー
ス
が
あ
っ
た
た
め
、
「
宮
介
紀
右
近
」
の
花
押
は
大
き
く
書
か
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
花
押
の
あ
り
方
に
も
、
応
永
六
年
帳
成
立
の
歴
史
的
意
義
と
政

治
状
況
と
が
反
映
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

お
わ
り
に
、
応
永
六
年
帳
に
集
約
さ
れ
た
香
取
「
神
領
」
の
性
格
に
つ
い
て
、
室

町
期
荘
園
制
論
の
視
角
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
第
三
章
で
検
討
し
た
応
永
六
年
田
地
帳
に
つ
い
て
で
あ
る
。
応
永
六
年
田

地
帳
は
鎌
倉
時
代
か
ら
の
諸
史
料
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
香
取
社
領
の

全
体
構
成
か
ら
す
る
と
、
社
領
内
の
か
ぎ
ら
れ
た
所
領
に
関
す
る
帳
簿
に
す
ぎ
な

か

っ

た
。
す
な
わ
ち
応
永
六
年
田
地
帳
に
は
、
表
1
の
①
弘
長
元
年
葛
原
牧
内
小
野

織
幡
地
帳
に
帳
付
け
さ
れ
た
大
禰
宜
家
私
領
は
除
外
さ
れ
、
さ
ら
に
大
宮
司
職
領
の

う
ち
地
頭
領
や
大
禰
宜
家
私
領
に
取
り
込
ま
れ
た
村
郷
も
除
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
平
安
末
期
か
ら
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
散
在
神
田
畠
も
除
外
さ
れ
て
い

た
。
つ
ま
り
応
永
六
年
田
地
帳
は
、
香
取
社
領
に
属
す
る
田
地
の
う
ち
、
大
禰
宜
家

私
領
や
地
頭
領
に
取
り
込
ま
れ
ず
に
の
こ
さ
れ
た
（
あ
る
い
は
地
頭
押
領
地
で
あ
っ

た
も
の
が
返
却
さ
れ
た
）
も
の
だ
け
の
帳
簿
な
の
で
あ
る
。

　
表
2
の
田
数
で
い
え
ば
、
応
永
六
年
田
地
帳
は
、
①
弘
長
元
年
葛
原
牧
内
小
野
織

幡
地
帳
（
大
禰
宜
家
私
領
）
と
②
弘
安
元
年
香
取
神
領
田
数
目
録
（
1
1
案
主
帳
）
を

合
計

し
た
概
算
値
の
二
九
三
町
三
段
余
に
た
い
し
て
、
一
四
六
町
二
段
余
に
す
ぎ
な

い

わ
け
で
、
応
永
六
年
田
地
帳
に
は
香
取
社
領
に
属
す
る
田
地
の
半
分
ほ
ど
し
か
書

き
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
応
永
六
年
田
地
帳
は
香
取
社
領
内
の
田

畠
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
公
田
に
関
す
る
帳
簿
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
坪
付
け
ご
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

数
値
に
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
つ

ま
り
、
応
永
六
年
田
地
帳
は
香
取
社
領
の
う
ち
で
大
禰
宜
家
私
領
や
地
頭
領

（
‖
武
家
領
）
に
組
み
込
ま
れ
ず
に
す
ん
だ
（
あ
る
い
は
返
却
さ
れ
た
）
、
い
わ
ゆ
る

荘

園
制
の
枠
組
み
を
さ
さ
え
た
公
田
に
関
す
る
帳
簿
な
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る

と
室
町
期
荘
園
制
の
枠
組
み
の
な
か
に
の
こ
さ
れ
た
所
領
が
「
神
領
」
な
の
で
あ
り
、
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香
取
社
領
内
の
田
地
の
う
ち
の
約
半
分
に
あ
た
る
所
領
が
、
荘
園
制
の
枠
組
み
を
の

こ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
中
世
後
期
に
は
荘
園
制
の
枠
組
み
は
解
体
し
、
寺
社
本
所
一
円
領
と
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

家
領
（
地
頭
領
）
と
に
整
理
さ
れ
て
い
く
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
香
取
社
領

の

場
合
に
は
、
荘
園
制
的
な
枠
組
み
は
社
領
内
の
半
分
の
田
地
が
「
神
領
」
と
し
て

再
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
保
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

す
る
証
拠
書
類
こ
そ
が
応
永
六
年
田
地
帳
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
数
値
は
鎌

倉
時
代
か
ら
の
形
式
的
な
公
田
数
で
あ
り
、
実
質
的
な
社
領
の
再
編
が
な
さ
れ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
応
永
六
年
畠
地
帳
は
、
⑤
正
慶
二
年
香
取
大
領
麦
畠
検
注
取
帳

（
1
1
案
主
帳
）
と
比
較
し
て
、
村
郷
名
で
は
追
野
と
宮
本
（
あ
る
い
は
相
根
、
相
根

は
案
主
家
本
の
み
）
が
増
え
て
お
り
、
畠
数
で
は
⑤
正
慶
二
年
香
取
大
領
麦
畠
検
注

取
帳
が
八
〇

町
に
た
い
し
て
応
永
六
年
畠
地
帳
で
は
案
主
家
本
の
相
根
を
ふ
く
め
て

一
六

四
町
九
段
二
〇
〇
歩
余
り
に
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
中
世
に

お
け
る
田
地
と
畠
地
の
性
格
の
ち
が
い
が
関
係
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
畠
地
帳
も
公
畠
の
帳
簿
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
畠
地
に
た
い
す
る

支
配
は
、
田
地
1
1
公
田
と
は
異
な
っ
て
現
実
的
な
支
配
が
進
行
し
て
い
た
と
み
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
応
永
六
年
畠
地
帳
の
場
合
も
地
頭
領
（
‖
武
家

領
）
が
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
香
取
「
神
領
」
の
再
編
成
に
あ
た
っ
て
、
「
香
取
社
地
頭
」

あ
る
い
は
「
同
地
頭
代
」
は
、
「
宮
介
」
あ
る
い
は
「
宮
介
代
」
と
し
て
香
取
社
の

神
官
職
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

註（
1
）
　
香
取
社
領
の
検
注
帳
を
め
ぐ
る
主
な
研
究
に
は
、
福
田
豊
彦
「
下
総
国
香
取
神
社
の
中
世

　
　
へ
の
変
容
」
（
同
『
中
世
成
立
期
の
軍
制
と
内
乱
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
。
初
出
一
九

　

六

〇
年
）
、
高
島
緑
雄
「
中
世
に
お
け
る
香
取
社
領
と
村
落
」
（
『
地
方
史
研
究
』
四
九
号
、
一

　

九
六
一
年
）
、
同
「
中
世
香
取
社
領
の
展
開
と
構
造
」
（
木
村
礎
・
高
島
緑
雄
編
『
耕
地
と
集

　

落
の
歴
史
ー
香
取
社
領
村
落
の
中
世
と
近
世
ー
』
文
雅
堂
銀
行
研
究
社
、
↓
九
六
九
年
。
一

　

部
初
出
一
九
六
一
年
）
、
村
川
幸
三
郎
「
古
代
末
期
の
『
村
』
と
在
地
領
主
制
」
（
『
法
政
史

　

学
』
一
九
号
、
一
九
六
七
年
）
、
富
澤
清
人
「
鎌
倉
期
東
国
の
在
地
構
造
研
究
の
た
め
の
ノ
ー

　

ト
ー
香
取
文
書
を
中
心
に
ー
」
（
富
澤
清
人
遺
稿
集
刊
行
委
員
会
編
『
中
世
荘
園
へ
の
道
　
富

　

澤
清
人
の
世
界
』
一
九
九
七
年
。
初
出
一
九
七
一
年
）
、
山
本
充
朗
「
中
世
東
国
の
農
民
に
つ

　
　
い
て
の
一
考
察
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
七
七
号
、
一
九
七
九
年
）
、
段
木
一
行
「
中
世
村
落
構
造

　
　
の
一
考
察
」
（
同
「
中
世
村
落
構
造
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
↓
九
八
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）
　
富
澤
清
人
「
中
世
検
注
の
特
質
」
（
同
『
中
世
荘
園
と
検
注
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
。

　

初
出
一
九
八
二
年
）
。
網
野
善
彦
『
中
世
東
寺
と
東
寺
領
荘
園
』
第
－
部
第
五
章
（
東
京
大
学

　

出
版
会
、
一
九
七
八
年
。
初
出
一
九
六
八
年
）
。
網
野
は
同
書
へ
の
再
録
に
あ
た
っ
て
、
批
判

　
　
の
趣
旨
が
「
時
代
の
異
な
る
検
注
帳
の
、
『
名
請
人
』
の
百
姓
の
田
畠
を
、
た
と
え
ば
名
田
部

　

分

と
散
田
、
一
色
田
部
分
、
あ
る
い
は
取
帳
と
名
寄
・
目
録
と
を
な
ん
ら
区
別
す
る
こ
と
な

　

く
、
集
計
、
比
較
し
、
農
民
層
分
解
、
小
農
民
自
立
を
論
ず
る
こ
と
の
『
空
虚
さ
』
」
を
指
摘

　
　
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
）
　
富
澤
清
人
『
中
世
荘
園
と
検
注
』
（
前
掲
）
、
山
本
隆
志
『
荘
園
制
の
展
開
と
地
域
社
会
』

　
　
（
刀
水
書
房
、
一
九
九
四
年
）
、
半
田
晃
章
「
中
世
の
検
注
と
百
姓
」
（
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』

　
　
二
九
号
、
一
九
八
八
年
）
な
ど
。
富
澤
や
山
本
ら
に
よ
る
検
注
帳
論
の
前
提
に
は
、
細
川
亀

　
　
一
「
中
世
庄
園
の
検
注
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
四
巻
七
号
、
一
九
三
四
年
）
や
宝
月
圭
吾
に

　
　
よ
る
「
高
山
寺
方
便
智
院
領
小
木
曾
庄
に
つ
い
て
」
・
「
中
世
検
注
に
お
け
る
一
・
二
の
問

　
　
題
」
・
「
庄
園
に
お
け
る
検
注
使
の
生
活
実
態
」
（
と
も
に
同
『
中
世
日
本
の
売
券
と
徳
政
』

　
　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
所
収
。
初
出
は
順
に
一
九
八
〇
・
五
八
・
八
五
年
）
・
「
中
世

　
　
の
検
注
に
つ
い
て
」
（
『
地
方
史
研
究
』
九
五
号
、
一
九
六
八
年
）
な
ど
の
一
連
の
論
考
が

　
　
あ
っ
た
。

　
　
　
な
お
、
富
澤
の
初
期
の
論
考
「
鎌
倉
期
東
国
の
在
地
構
造
研
究
の
た
め
の
ノ
ー
ト
」
（
前

　
　
掲
）
は
、
ま
さ
に
香
取
文
書
の
な
か
の
六
通
の
検
注
帳
の
分
析
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
富
澤
の
研
究
は
未
完
に
終
わ
っ
た
が
、
富
澤
に
よ
る
検
注
研
究
は
香
取
文
書
の
検
注
帳
類
の

　
　
分
析
に
「
回
帰
」
す
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
4
）
　
新
し
い
千
葉
県
史
の
編
さ
ん
事
業
に
よ
る
、
香
取
文
書
に
つ
い
て
の
調
査
記
録
お
よ
び
成

　
　
果
と
し
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
①

『千
葉
県
の

歴

史
資
料
編
中
世
2
』
（
千
葉
県
、
一
九
九
七
年
。
以
下
、
『
千
葉
県
の
歴

　

　
　
史
中
世
2
』
と
略
す
）

　
②
千
葉
県
史
編
さ
ん
資
料
『
香
取
文
書
総
目
録
』
（
千
葉
県
、
一
九
九
九
年
）

　
③

『
千
葉
県
の
歴
史
資
料
編
中
世
3
』
（
千
葉
県
、
二
〇
〇
一
年
。
以
下
、
『
千
葉
県
の
歴

　
　
史
　
中
世
3
』
と
略
す
）
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④
鈴
木
哲
雄
「
香
取
文
書
の
概
要
と
史
料
の
構
成
」
（
『
千
葉
県
史
研
究
』
四
号
、
一
九
九
六

　
　
年
）

　
⑤

『千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
2
』
の
資
料
解
説
「
香
取
文
書
の
構
成
と
調
査
の
沿
革
」
（
鈴
木
哲

　
　
雄
執
筆
）

　
⑥
金
子
恭
子
「
史
料
目
録
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
可
能
性
1
香
取
文
書
総
目
録
の
作
成
か
ら
」

　
　
（
前
掲
『
香
取
文
書
総
目
録
』
所
収
）

　
⑦
鈴
木
哲
雄
「
香
取
大
禰
宜
家
文
書
の
な
か
の
重
書
案
に
つ
い
て
」
（
同
前
）

　
⑧
福
島
金
治
「
香
取
文
書
の
売
券
と
社
家
文
書
」
（
同
前
）

　
⑨
山
田
邦
明
「
色
川
三
中
の
香
取
文
書
調
査
と
序
文
」
（
同
前
）

　
⑩

『千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
3
』
の
資
料
解
説
第
五
章
「
香
取
文
書
」
（
鈴
木
哲
雄
執
筆
）

（
5
）
　
応
永
六
年
の
検
注
帳
は
、
『
千
葉
県
史
料
　
中
世
篇
　
香
取
文
書
』
（
千
葉
県
、
一
九
五
七

　
　
年
、
以
下
『
香
取
文
書
』
と
略
す
）
に
採
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
は
香
取
神
宮
刊
本

　
　
『
香
取
文
書
纂
』
に
よ
っ
て
い
た
が
、
新
し
い
千
葉
県
史
で
は
大
禰
宜
家
本
と
案
主
家
本
を

　
　
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
2
』
に
、
さ
ら
に
新
発
見
の
録
司
代
家
本
を
「
千
葉
県
の
歴
史
　
中

　
　
世

3
』
に
収
録
し
た
。
ま
た
、
応
永
六
年
田
地
帳
の
編
成
過
程
に
位
置
つ
く
、
賜
盧
文
庫
本

　
　
の
応
永
六

年
香
取
九
ケ
村
諸
名
帳
写
も
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
2
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
な
お
、
本
稿
で
検
討
し
た
香
取
文
書
に
つ
い
て
は
、
千
葉
県
史
料
研
究
財
団
架
蔵
の
写
真

　
　
帳
等
に
よ
っ
て
校
訂
を
加
え
て
使
用
し
た
。
千
葉
県
史
料
研
究
財
団
に
御
礼
申
し
あ
げ
る
。

（
6
）
　
西
岡
虎
之
助
「
坂
東
八
力
国
に
お
け
る
武
士
領
荘
園
の
発
達
」
（
同
『
荘
園
史
の
研
究
』
下

　
　
巻
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
）
、
百
瀬
今
朝
雄
「
下
総
国
に
お
け
る
香
取
氏
と
千
葉
氏
の

　
　
対
抗
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
五
三
号
、
一
九
五
一
年
）
、
福
田
豊
彦
「
下
総
国
香
取
神
社
の
中

　
　
世
へ
の
変
容
」
（
前
掲
）
。
以
下
、
引
用
す
る
福
田
の
議
論
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。

（
7
）
　
香
取
社
領
に
み
え
る
村
郷
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の

　
　
議
論
が
あ
り
、
中
世
東
国
の
村
落
論
と
し
て
、
ま
た
荘
園
公
領
制
と
村
郷
の
関
係
を
考
え
る

　
　
た
め
の
素
材
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
で
福
田
前
掲
論
考
は
重
要
で
あ
っ
た
。
な
お
、

　
　
村
郷
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
哲
雄
「
荘
園
公
領
制
と
東
国
の
村
郷
」
（
『
歴
史
評

　
　
論
』
六
二
二
号
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。

（
8
）
　
高
島
緑
雄
「
中
世
香
取
社
領
の
展
開
と
構
造
」
（
前
掲
）
。
な
お
、
高
島
は
「
織
幡
村
」
を

　
　
小
野
・
織
幡
・
綱
原
の
三
か
村
を
あ
わ
せ
て
の
名
称
と
も
み
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
織
幡
村

　
　
は
小
野
村
・
綱
原
村
と
並
存
し
た
村
郷
と
み
て
い
る
。
以
下
、
引
用
す
る
高
島
の
議
論
は
こ

　
　
の
論
文
に
よ
る
。

（
9
）
　
村
井
章
介
「
鹿
島
社
領
」
（
『
東
北
・
関
東
・
東
海
地
方
の
荘
園
』
〈
講
座
日
本
荘
園
史
5
＞

　

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）
。

（
1
0
）
　
鈴
木
哲
雄
「
中
世
香
取
社
と
「
浦
・
海
夫
・
関
』
に
つ
い
て
」
（
『
中
世
房
総
』
七
号
、
一

　
　
九
九
三
年
）
。
以
下
に
記
す
社
領
構
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
論
文
に
よ
る
。

（
1
1
）
　
応
保
二
年
六
月
三
日
大
禰
宜
大
中
臣
実
房
譲
状
（
『
香
取
文
書
』
旧
大
禰
宜
家
文
書
四
・
五

　
　
号
）

（
1
2
）
　
鈴
木
「
中
世
香
取
社
と
で
浦
・
海
夫
・
関
』
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
で
は
、
大
禰
宜
大
中
臣

　
　
実
房
の
譲
状
に
み
え
る
所
領
に
つ
い
て
、
大
禰
宜
職
領
や
大
禰
宜
家
私
領
を
は
る
か
に
こ
え

　
　
て

香
取
社
領
全
体

に
お
よ
ん
で
い
る
可
能
性
も
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

（
1
3
）
　
建
永
二
年
十
月
日
関
白
前
左
大
臣
家
政
所
下
文
写
お
よ
び
承
元
三
年
三
月
十
七
日
関
東
下

　
　
知
状
写
（
順
に
、
『
香
取
文
書
』
旧
大
禰
宜
家
文
書
＝
一
・
一
三
号
）

（
1
4
）
鈴
木
哲
雄
「
香
取
大
宮
司
職
と
『
女
の
系
図
』
」
（
総
合
女
性
史
研
究
会
編
『
女
性
と
宗

　
　
教
』
〈
日
本
女
性
史
論
集
5
＞
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
。
初
出
一
九
九
五
年
）

（
1
5
）
　
そ
の
後
、
千
葉
氏
な
ど
の
地
頭
勢
力
に
よ
る
社
領
押
領
が
す
す
ん
だ
が
、
中
心
に
な
っ
た

　
　
の
は

香
取
社
地
頭
1
1
国
分
氏
に
よ
る
も
の
で
、
「
社
地
頭
」
の
国
分
氏
は
神
主
職
領
や
神
物
部

　
　
分
に

た
い
し
て
支
配
権
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
鈴
木
「
中
世
香
取
社

　
　
と
『
浦
・
海
夫
・
関
』
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
参
照
。

（
1
6
）
　
嘉
元
二
年
四
月
二
二
日
大
中
臣
実
秀
等
連
署
和
与
状
（
『
香
取
文
書
』
旧
大
禰
宜
家
文
書
三

　
　
八
号
）

（
1
7
）
　
富
澤
「
鎌
倉
期
東
国
の
在
地
構
造
研
究
の
た
め
の
ノ
ー
ト
」
（
前
掲
）

（
1
8
）
　
な
お
高
島
は
、
前
掲
書
の
一
七
一
頁
以
下
で
一
紙
ご
と
の
「
検
注
取
帳
」
「
検
注
雑
事
帳
」

　
　
に
つ
い
て
の
検
討
を
し
て
い
る
が
、
一
紙
ご
と
の
検
注
取
帳
類
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討

　
　
は
後
日
を
期
し
た
い
。

（
1
9
）
　
山
本
充
朗
「
中
世
東
国
の
農
民
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
前
掲
）
。
な
お
山
本
論
考
は
、
鎌

　
　
倉
・
南
北
朝
期
の
香
取
社
領
の
検
注
帳
を
分
析
し
つ
つ
「
地
本
」
に
注
目
し
た
特
筆
す
べ
き

　
　
論
考
で

あ
る
。
た
だ
し
、
山
本
の
「
地
本
」
の
理
解
は
「
神
官
、
百
姓
等
の
領
作
と
神
役
勤

　
　
仕
を
成
立
さ
せ
て
い
る
場
」
と
か
「
公
田
畠
に
お
け
る
勧
農
の
場
」
と
の
理
解
で
あ
る
が
、

　
　
私

は
「
地
本
」
と
は
「
下
地
ー
所
当
」
と
い
う
所
務
の
次
元
の
土
地
所
有
の
関
係
で
は
な
く
、

　
　
「
地
本
ー
作
毛
」
と
い
う
雑
務
次
元
の
土
地
所
有
の
関
係
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
と
考
え
て

　
　
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
哲
雄
「
地
本
と
下
地
に
つ
い
て
」
（
鎌
倉
遺
文
研
究
会
編

　
　
『
鎌
倉
期
社
会
と
史
料
論
』
〈
鎌
倉
遺
文
研
究
皿
〉
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
及
び
「
中

　
　
世
に
お
け
る
土
地
の
所
有
と
売
買
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
七
七
四
号
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照

　
　
願
い
た
い
。
な
お
、
香
取
文
書
に
み
え
る
地
本
に
つ
い
て
も
土
地
所
有
の
視
点
か
ら
別
に
検

　
　
討
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
2
0
）
　
弘
長
元
年
十
一
月
二
十
五
日
葛
原
牧
内
小
野
織
幡
地
帳
（
『
香
取
文
書
』
旧
案
主
家
文
書
一

　
　
号
）
。
な
お
香
取
分
飯
司
家
の
書
写
本
は
、
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
2
』
香
取
分
飯
司
家
文

　

書
二
号
。

（
2
1
）
高
島
「
中
世
香
取
社
領
の
展
開
と
構
造
」
の
注
2
8
参
照
（
前
掲
「
耕
地
と
集
落
の
歴
史
』

　
　
一
五
〇
頁
）
。
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（
2
2
）
福
田
「
下
総
国
香
取
神
社
の
中
世
へ
の
変
容
」
（
前
掲
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
福
田
は
、

　
　
「
坪
」
と
は
鎌
倉
中
末
期
の
あ
る
時
期
に
一
名
一
作
人
の
一
耕
地
塊
を
便
宜
的
に
一
坪
と
し
た

　
　
も
の
で
あ
り
、
「
里
」
と
は
順
次
に
検
注
し
て
三
六
個
の
坪
ご
と
に
適
宜
に
一
里
と
記
し
た
も

　
　
の
で
、
こ
の
辺
に
律
令
的
条
里
制
の
施
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
慣
習
的
に
の
こ
っ
た
も
の
と

　
　
み
ら
れ
る
が
、
「
里
」
「
坪
」
は
律
令
の
里
・
坪
の
ご
と
く
固
定
し
た
土
地
を
指
す
も
の
で
は

　
　
な
い
と
し
て
い
る
（
前
掲
『
中
世
成
立
期
の
軍
制
と
内
乱
』
三
〇
〇
～
三
〇
一
頁
）
。

（
2
3
）
　
弘
安
元
年
一
〇
月
一
四
日
香
取
神
領
田
数
目
録
（
『
香
取
文
書
』
旧
案
主
家
文
書
二
号
）

（
2
4
）
　
署
判
の
「
録
司
代
在
判
」
部
分
は
、
案
主
家
文
書
の
現
状
で
は
損
傷
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、

　
　
全
く
み
え
な
い
。
な
お
、
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
2
』
香
取
案
主
家
文
書
二
号
に
採
録
し
た

　
　
香
取
社
領
新
田
検
注
帳
写
は
、
香
取
神
領
田
数
目
録
の
末
尾
に
あ
た
る
新
田
三
里
に
つ
い
て

　
　
の
検
注
帳
の
写
で
あ
る
。
該
当
部
分
を
書
写
し
た
あ
と
数
行
分
余
白
を
と
っ
て
、

　
　
本
云

　
　
　
弘
安
元
年
十
月
十
四
日
　
案
主
所
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
所
籔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

録
司
代
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
宮
司
在
判

　
　
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
弘
安
元
年
の
検
注
帳
（
正
文
）
の
一
部
を
写
し
た

　
　
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
香
取
神
領
田
数
目
録
は
弘
安
の
検
注
帳
の
ほ
ぼ
全
体
を

　
　
書
写
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
本
云
」
以
下
の
署
判
の
欠
落

　
　
部
分
は
、
こ
こ
に
引
用
し
た
香
取
案
主
家
文
書
二
号
に
よ
っ
て
補
訂
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
2
5
）
　
ふ
つ
う
は
①
④
⑤
⑥
⑦
⑧
の
よ
う
に
、
「
注
進
…
…
検
田
取
帳
事
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら

　
　
す
る
と
、
こ
の
帳
簿
は
あ
る
検
注
帳
の
一
部
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

　
　
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
2
6
）
　
年
月
日
未
詳
新
田
帳
（
『
香
取
文
書
』
旧
案
主
家
文
書
三
号
）

（
2
7
）
榎
原
雅
治
「
荘
園
文
書
と
惣
村
文
書
の
接
点
」
（
同
『
日
本
中
世
地
域
社
会
の
構
造
』
校
倉

　
　
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
］
九
九
六
年
）
が
検
討
し
た
「
日
記
と
呼
ば
れ
た
文
書
」
と
い

　
　
う
視
点
は
、
検
注
帳
論
に
も
有
効
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
8
）
　
正
応
四
年
加
符
村
田
数
目
録
（
『
香
取
文
書
』
旧
案
主
家
文
書
五
号
）
。
な
お
香
取
分
飯
司

　
　
家
の
書
写
本
は
、
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
2
』
香
取
分
飯
司
家
文
書
四
号
。

（
2
9
）
　
正
慶
二
年
四
月
十
六
日
香
取
大
領
麦
畠
検
注
取
帳
（
『
香
取
文
書
』
旧
案
主
家
文
書
七
号
）

（
3
0
）
福
田
「
下
総
国
香
取
神
社
の
中
世
へ
の
変
容
」
（
前
掲
『
中
世
成
立
期
の
軍
制
と
内
乱
』
三

　
　
二
三
頁
）
、
高
島
「
中
世
香
取
社
領
の
展
開
と
構
造
」
（
前
掲
『
耕
地
と
集
落
の
歴
史
』
一
五

　
　

三
・
四
頁
）
、
山
本
「
中
世
東
国
の
農
民
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
前
掲
）
。

（
3
1
）
　
応
永
六
年
五
月
日
香
取
神
領
検
田
取
帳
。
大
禰
宜
家
本
は
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
2
』

　
　
香
取
大
禰
宜
家
文
書
二
四
号
、
案
主
家
本
は
同
書
香
取
案
主
家
文
書
二
四
号
、
録
司
代
家
本

　
　
は
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
3
』
香
取
録
司
代
家
文
書
補
遺
一
号
。
前
掲
の
史
料
解
説
「
香

　

取
文

書
の
構
成
と
調
査
の
沿
革
」
に
お
い
て
、
大
禰
宜
家
本
が
写
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と

　

指
摘
し
た
が
、
現
在
は
三
本
と
も
ほ
ぼ
正
文
と
み
て
よ
い
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

　
　
大
中
臣
長
房
の
花
押
形
な
ど
に
若
干
の
不
安
は
の
こ
る
。

（
3
2
）
　
応
永
六
年
四
月
十
六
日
香
取
九
ケ
村
諸
名
帳
写
（
賜
盧
文
庫
本
「
香
取
文
書
　
二
」
）
（
『
千

　

葉
県
の
歴
史
　
中
世
2
』
香
取
文
書
写
本
類
｝
号
）
。
な
お
同
書
で
は
、
香
取
社
検
田
取
帳
写

　
　
と
い
う
文
書
名
を
採
用
し
た
が
、
本
稿
で
は
改
め
た
。

（
3
3
）
　
前
掲
の
資
料
解
説
「
香
取
文
書
の
構
成
と
調
査
の
沿
革
」
お
よ
び
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中

　
　
世
3
』
（
前
掲
）
の
資
料
解
説
「
第
五
章
　
香
取
文
書
」
（
鈴
木
哲
雄
執
筆
）
を
参
照
。

（
3
4
）
　
延
文
三
年
五
月
］
日
香
取
九
ケ
村
注
文
（
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
3
』
香
取
録
司
代
家
文

　
　
書
補
遺
三
号
）

（
3
5
）
　
な
お
、
録
司
代
家
本
の
冒
頭
の
六
里
二
坪
の
「
神
主
」
、
同
里
二
七
坪
の
「
神
主
」
、
鍬
山

　
　
の
「
一
坪
金
丸
七
反
」
の
「
神
主
分
ア
リ
」
と
い
う
異
筆
の
追
記
は
、
録
司
代
家
本
の
み
に

　
　
み
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

（
3
6
）
　
大
禰
宜
家
本
が
「
写
」
的
に
み
え
る
の
は
、
大
禰
宜
家
本
が
録
司
代
家
本
・
案
主
家
本
と

　

　
は
異
筆
で
あ
り
、
両
本
を
書
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
大
禰
宜
家
本
を
写
と
み
る
こ
と
は
こ
う
し
た
帳
簿
類
に
関
し
て
は
誤
り

　
　
で
あ
っ
た
。

（
3
7
）
　
応
永
六
年
四
月
十
六
日
香
取
九
ケ
村
諸
名
帳
写
（
前
掲
）
。
な
お
、
こ
こ
に
「
香
取
九
ケ

　
　
村
」
と
あ
る
が
、
香
取
九
ケ
村
に
つ
い
て
は
前
出
の
香
取
九
ケ
村
注
文
に
み
え
る
九
ケ
村
と

　
　
の
関
連
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
後
者
の
注
文
に
記
載
さ
れ
た
九
ケ
村
と

　
　
は
「
丁
古
・
宮
本
・
吉
原
・
追
野
・
津
宮
・
大
畠
・
新
辺
（
部
）
・
相
根
・
辺
田
」
の
こ
と

　
　
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
た
ま
た
（
田
俣
・
多
俣
）
」
は
丁
古
内
に
、
「
新
寺
」
・
「
鍬
山
」
は
宮

　
　
本
内
に
、
「
し
の
（
篠
）
原
」
・
「
井
戸
庭
」
・
「
さ
わ
ら
（
佐
原
）
」
は
追
野
内
に
、
「
ほ
つ

　
　
（
堀
）
川
」
は
津
宮
内
に
、
「
ひ
ち
や
お
り
た
ち
」
・
「
か
な
く
ほ
よ
こ
を
」
は
大
畠
内
に
、

　
　
「
か
ふ
や
」
は
新
部
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
香
取
九
ケ
村
の
詳
し
い
検
討
は
、
今
後
の

　
　
課
題
と
す
る
。

（
3
8
）
　
応
永
二
十
八
年
五
月
十
日
高
倉
目
代
師
什
乗
譲
状
（
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
2
』
香
取
田

　
　
所
家
文
書
三
七
号
）

（
3
9
）
　
鈴
木
「
香
取
大
宮
司
職
と
『
女
の
系
図
』
」
（
前
掲
）
。
な
お
、
正
応
四
年
の
加
符
村
田
数
目

　
　
録
の
作
成

は
物
忌
職
領
と
し
て
の
加
符
村
の
私
領
化
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
4
0
）
　
大
禰
宜
長
房
は
、
至
徳
四
年
（
一
三
八
七
）
五
月
一
日
に
嫡
子
万
寿
丸
（
幸
房
）
と
庶
子

　
　
か

ん
寿
丸
（
憲
房
）
に
譲
状
を
認
め
る
と
と
も
に
、
同
日
づ
け
で
置
文
を
書
い
て
い
る
。
こ

　
　
の
置
文
に
は
、
「
社
家
繁
盛
」
の
た
め
に
置
文
を
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
神
官
等
は
万
寿
と
一

　
　
同
の
思
い
を
な
し
、
社
家
の
法
を
か
た
く
用
い
て
、
万
寿
に
背
く
事
あ
る
べ
か
ら
」
ざ
る
こ
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鈴木哲雄［香取社領の検注帳について］

　
　

と
な
ど
を
定
め
て
い
る
（
『
香
取
文
書
』
旧
大
禰
宜
家
文
書
一
五
一
・
一
五
二
・
一
五
三
号
）
。

　
　

こ
こ
で
の
社
家
と
は
、
大
禰
宜
家
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
伊
藤
喜
良
「
死
亡
逃
亡

　
　
跡
と
買
地
安
堵
」
（
同
『
中
世
国
家
と
東
国
・
奥
羽
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
九
年
所
収
。
初
出

　
　
一
九
八
一
年
）
参
照
。

（
ユ
4
）
　
鈴
木
「
中
世
香
取
社
と
『
浦
・
海
夫
・
関
』
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）

（
4
2
）
　
年
月
日
未
詳
香
取
社
神
官
職
注
文
写
（
「
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
2
』
香
取
文
書
写
本
類
二

　
　
号
）
。
ま
た
、
偽
文
書
の
可
能
性
が
た
か
い
元
暦
元
年
正
月
七
日
香
取
社
神
宮
寺
七
日
七
夜
頭

　
　
番
等
注
文
写
に
も
「
地
頭
兼
宮
之
助
平
胤
政
」
と
あ
り
、
香
取
社
地
頭
‖
宮
介
と
の
認
識
が

　
　
香
取
社
周
辺
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
（
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
2
』
香
取
源
太
祝
家

　
　
文
書
三
号
）
。

（
4
3
）
　
嘉
慶
二
年
九
月
六
日
末
社
神
事
供
物
賦
課
注
文
断
簡
（
『
香
取
文
書
』
旧
録
司
代
家
文
書
二

　
　
二
号
）
。
ま
た
、
応
安
五
年
十
一
月
日
大
禰
宜
大
中
臣
長
房
訴
状
に
は
「
地
頭
代
胤
幹
」
と
み

　
　
え
る
が
、
「
地
頭
代
」
と
は
香
取
社
地
頭
代
の
こ
と
で
あ
る
（
『
香
取
文
書
』
旧
大
禰
宜
家
文

　
　
書
八
九
号
）
。
な
お
、
段
木
一
行
「
下
総
国
千
田
庄
地
頭
代
中
村
胤
幹
」
（
同
前
掲
『
中
世
村

　
　
落
構
造
の
研
究
』
所
収
。
初
出
一
九
八
一
年
）
は
中
村
胤
幹
を
千
田
庄
地
頭
代
す
る
が
、
香

　
　
取
社
地
頭
代
と
み
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

（
4
4
）
年
月
日
未
詳
香
取
社
神
官
等
連
署
状
（
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
2
』
香
取
案
主
家
文
書

　
　
七

六

号
）
の
署
判
者
に
「
紀
右
近
三
郎
左
衛
口
口
」
と
み
え
、
康
応
元
年
七
月
大
禰
宜
大

　
　
中
臣
長
房
契
状
案
（
『
香
取
文
書
』
旧
録
司
代
家
文
書
二
八
号
）
に
は
、
「
口
所
　
中
村
三

　
　
郎
左
衛
門
屋
敷
丁
古
」
と
み
え
る
。
ま
た
、
年
月
日
未
詳
香
取
社
神
官
死
亡
逃
亡
跡
屋
敷
田

　
　
畠
目
録
に
は
、
「
中
村
胤
幹
」
と
と
も
に
「
中
村
三
郎
さ
え
も
ん
」
の
名
が
み
え
（
『
千
葉
県

　
　
の
歴
史
　
中
世
2
』
香
取
田
所
家
文
二
二
号
）
、
年
月
日
未
詳
海
夫
注
文
に
も
「
す
く
ゐ
の
津

　
　
雛
郎
左
。
。
」
か
「
ほ
つ
か
わ
の
津
悶
蒜
蠕
耕
分
」
・
「
つ
の
・
や
・
識
額
部
」
（
『
叢

　
　
文
書
』
旧
大
禰
宜
家
文
書
一
二
四
号
）
な
ど
と
あ
る
。

（
4
5
）
　
応
安
五
年
十
一
月
日
大
禰
宜
大
中
臣
長
房
訴
状
（
前
掲
、
旧
大
禰
宜
家
文
書
八
九
号
）
。
な

　
　
お
、
応
安
の
大
争
論
に
つ
い
て
は
、
小
川
信
「
香
取
社
の
造
営
と
千
葉
一
族
」
（
『
神
道
学
』

　
　
三
九
号
、
一
九
六
三
年
）
、
高
村
隆
「
香
取
文
書
に
み
え
る
纏
殿
攻
撃
と
国
行
事
職
に
つ
い
て

　
　
の
ノ
ー
ト
」
（
川
村
優
編
『
論
集
　
房
総
史
研
究
』
名
著
出
版
、
一
九
八
二
年
）
、
小
国
浩
寿

　
　
「
香
取
社
応
安
訴
訟
事
件
の
一
背
景
」
（
『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
四
一
冊
、
一
九

　
　
九
七
年
）
な
ど
参
照
。

（
4
6
）
　
稲
葉
伸
道
「
中
世
の
公
人
」
（
同
『
中
世
寺
院
の
権
力
構
造
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
。

　
　
初
出
一
九
八
〇
年
）

（
4
7
）
　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
応
永
六
年
帳
は
宮
介
代
‖
地
頭
代
の
中
村
氏
側
に
も
保
管
さ
れ
た
も

　
　
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
4
8
）
　
応
永
六
年
五
月
日
香
取
神
畠
検
注
取
帳
。
大
禰
宜
家
本
は
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
2
』

　
　
香
取
大

禰
宜
家
文
書
二
五
号
、
案
主
家
本
は
同
書
香
取
案
主
家
文
書
二
七
号
、
録
司
代
家
本

　
　
は
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
3
』
香
取
録
司
代
家
文
書
補
遺
二
号
。
な
お
、
注
（
3
1
）
を
参

　
　
照
の
こ
と
。

（
4
9
）
　
た
だ
し
、
応
永
六
年
畠
地
帳
の
場
合
、
綴
じ
込
ま
れ
た
丁
ご
と
に
付
さ
れ
た
番
号
は
、
本

　
　
来
の
表
紙
を
数
え
て
い
な
い
た
め
、
丁
ご
と
の
綴
じ
込
み
部
分
に
書
か
れ
た
実
際
の
数
字
と

　
　
は
一
つ
ず
れ
て
い
る
。

（
5
0
）
　
延
文
三
年
香
取
社
領
相
根
村
畠
検
注
取
帳
写
（
『
千
葉
県
の
歴
史
　
中
世
3
』
香
取
録
司
代

　
　
家
文
書
補
遺
四
号
）

（
5
1
）
　
中
世
の
公
田
に
つ
い
て
は
、
入
間
田
宣
夫
「
公
田
と
領
主
制
」
（
「
歴
史
』
三
八
輯
、
一
九

　
　
六
九
年
）
、
田
沼
睦
「
中
世
的
公
田
体
制
の
成
立
と
展
開
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
二
一
号
、
一
九

　
　
六
九
年
）
、
中
野
栄
夫
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
公
田
に
つ
い
て
」
（
『
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
』

　
　
二
七
号
、
一
九
八
一
年
）
、
酒
井
紀
美
「
南
北
朝
・
室
町
期
の
公
田
と
農
民
」
（
同
『
中
世
日

　
　
本
の
在
地
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
七
六
年
）
な
ど
参
照
。

（
5
2
）
　
工
藤
敬
「
「
荘
園
制
の
展
開
」
・
「
荘
園
制
社
会
の
基
本
構
造
　
概
観
ー
」
（
同
『
荘
園
制

　

社
会
の
基
本
構
造
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。
初
出
一
九
七
五
・
二
〇
〇
二
年
）
、
高
橋
典

　

幸
「
鎌
倉
幕
府
軍
制
の
構
造
と
展
開
ー
武
家
領
対
本
所
一
円
地
体
制
の
成
立
ー
」
（
「
史
学
雑

　

誌
』
一
〇
五
編
一
号
、
一
九
九
六
年
）
、
同
「
荘
園
制
と
武
家
政
権
」
（
前
掲
『
歴
史
評
論
』

　

六

二
二
号
）
な
ど
参
照
。

（
5
3
）
　
大
中
臣
長
房
は
、
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
十
月
四
日
に
嫡
子
満
寿
丸
（
幸
房
）
宛
に
譲

　

状
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
「
諸
職
な
ら
び
に
所
帯
等
」
は
、

　
　

①
大
禰
宜
職
所
領
神
領
な
ら
び
に
散
在
神
田
畠
等
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
穀
）

　
　

②
金
丸
・
犬
丸
・
司
・
大
神
田
租
石
検
田
米
以
下
名
々
事

　
　

③
小
野
・
織
幡
両
村
な
ら
び
に
綱
原
の
村
事

　
　

（中
略
）

　
　

④
神
主
職
な
ら
び
に
加
符
・
相
根
両
村
事

　
　

⑤
香
取
十
ニ
ケ
村
散
在
の
神
田
畠
等
諸
々
の
名
々
事

　
　

（以
下
略
）

　

な
ど
で
あ
っ
た
（
『
香
取
文
書
』
旧
大
禰
宜
家
文
書
一
四
九
号
）
。
こ
の
な
か
の
⑤
が
応
永
六

　

年
帳
に
書
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
「
神
領
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ

　

が
、
二
年
後
の
至
徳
四
年
（
＝
二
八
七
）
五
月
一
日
に
改
め
て
長
房
が
香
取
大
禰
宜
兼
大
宮

　

司
長
房
と
し
て
嫡
子
万
寿
丸
宛
に
作
成
し
た
「
御
神
領
な
ら
び
に
所
職
、
同
私
領
田
畠
等
事
、

　
司
名
下
地
田
白
田
」
の
譲
状
に
は
、
「
大
禰
宜
職
私
領
小
野
．
織
姫
帳
富
原
村
、
十
ニ
ケ
村
う
ち

　

の

散
在
の
犬
丸
・
金
丸
・
司
名
・
大
神
田
以
下
の
名
々
、
と
ん
ち
ょ
う
目
録
に
任
せ
て
知
行

　

す
べ
し
」
と
、
①
か
ら
⑤
が
一
括
し
て
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
子
細
に
比
較

　

す
る
と
④
と
⑤
に
つ
い
て
は
明
確
な
記
載
が
な
い
の
で
あ
る
（
『
香
取
文
書
』
旧
大
禰
宜
家
文
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書
一
五
三
号
）
。
と
い
う
こ
と
は
、
大
禰
宜
長
房
は
一
度
は
香
取
社
領
の
全
体
を
支
配
し
、
嫡

　

子
幸
房
に
譲
与
で
き
た
か
に
み
え
な
が
ら
、
実
際
に
は
④
の
神
主
職
お
よ
び
神
主
職
領
や
、

　

⑤
の
「
香
取
十
二
か
村
散
在
神
田
畠
等
諸
々
名
々
」
を
私
領
と
し
て
譲
与
す
る
こ
と
は
で
き

　

な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
応
永
六
年
帳
に
し
め
さ
れ
た
「
神
田
畠
」

　

は
大
禰
宜
家
私
領
や
地
頭
領
に
は
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
「
神
領
」
な
の
で
あ
る
。

（
5
4
）
　
中
世
の
畠
作
に
関
し
て
は
、
木
村
茂
光
『
日
本
古
代
・
中
世
畠
作
史
の
研
究
』
（
校
倉
書
房
、

　
　
一
九
九
二
年
）
を
参
照
。

（千
葉
県
立
千
葉
高
等
学
校
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
（
二
〇
〇
二
年
六
月
七
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
四
日
審
査
終
了
）
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Regarding　the　Kato㎡Sharyo，s　Kench11・cho

SUZUIq　Tetsuo

Katori　documents　from　the　Middle　Ages　include　six　examples　of　a　kenchu－cho　Oand　survey　ledger），

and　these　have　examined　as　the　basic　ledgers　for　study　of　the　Katori　sharyo．　However，　despite　the　Ka－

tori　sharyo’s　kenchu－cho　and　related　documents　being　unusual　historical　specimens　for　the　Togoku　so－

ciety，　they　have　not　received　suf丘cient　attention　from　the　viewpoint　of　the　study　of　historical　docu－

ments．　Based　on　the五ndings　of　surveys　focusing　on　the　history　of　Chiba　pre允cture，　and　concentra6ng

mainly　on　the　kenchu－cho　of　Oei　6（1399），　this　paper　reexamines　the　kenchu－cho　and　related　docu－

ments廿om　the　perspective　of　their　character　as　a　historical　record，　and丘om　the　perspective　of　the

historical　significance　of　the　kenchu－cho　being　made　by　the　Katori　sharyo，　and　examines　in　depth　how

the　Kenchu－cho　and　related　documents廿om　the　Katori　sharyo　are　related　to　the　research　theme　of”

Study　of　the　shoen　system　in　the　Muromachi　period”．　This　research　produced　a　number　of血ndings，　in－

cluding　four　parUcular　points．

　　　1）The　Oei　6　KatoH　sharyoゐθκ伽oγ勧o，when　considered　in　te㎜s　of　the　overall　composi60n　of

the　Katori　sharyo　that　can　be　confirmed　ffom　a　number　of　historical　records　from　the　Kamakura　pe－

riod，　appears　to　be　no　more　than　a　ledger　limited　to　only　specHic　shoryo　within　the　sharyo，　Le．，　those

remaining　after　not　being　taken　into　the　O形g続θs〃物ノo　or　jitoryo，　etc．（or　otherMse　land　that　had

been　sequestered　by　the　jito　but　had　been　returned）．

　　　2）In　consequence，　the　Oei　64杉ητ〃iイカo　is　a　ledger　rela6ng　to　the　parts　of　the　Katori　sharyo　that

avoided　being　incorporated　into（or　were　returned　from）the　Onegi－ke　shiryo　or　the　j三toryo（＝buk－

eryo），　or　in　other　words，　relating　to　the　koden（public　fields）that　supported　the丘amework　of　the

shoen　system，　and　that　is　the　reason　why　there　is　virtually　no　dif兵｝rence　in　the　individual　tsubo　6gures

when　compared　with　kenchu－cho　documents加m　the　Kamakura　period．

　　　3）Until　now，　it　has　been　thought　that　in　the　later　Middle　Ages，　the　framework　of　the　shoen　system

was　dismantled，　being　reconfigured　as／i∫肋海o吻b鋤勧ηo％and　bukeryo　Oitoryo），but　in　the　case　of

the　Katori　sharyo，　the　shoen　system－like　framework　was　retained　by　the　reorganization　of　half　the　rice一
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fields　in　the　sharyo　as　shinryo．

　　4）When　compared　with　the　Shokei　2（1333）H碗αゐθκ窃6吻τoη’－cカo，the　hatake丘eld　6gures　for　the

Oei　6　Katori　Kamihata　Kenchutori－cho　show　a　clear　increase，　which　is　related　to　the　d江ferent　charac－

teristics　of　rice　6elds　and　hatake　6elds　in　the　Middle　Ages．　It　can　be　seen　that　rather　than　for　public

rice－fields（＝koden），　in　practice　it　was　for　public　hatake丘elds（＝kohata）that　control　was　most　ad－

vanced．
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